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（進んだ）

iプロジェクトの数値目標、実践取組の自擦をすべて

判開！遼成山る胤「進んだJと判断しました。

【＊進展度： A （進んだ）、 B （ある稜度進んだ）、 c（あまり進まなかった）、 D （進まなかった）｝

呂襟I頁隠
の説明

「みえフードイノベーションjに係る活動等から創出される新たな商品等の数

27年度目標 ｜各実践取絡における成果見通しなどをもとに年度ごとに50件を富j出することとし、 4年間守
債の考え方 I 200 i＇牛としました。

1 「発信力・ 大都市鶴等への／／／
営業カの強化に ~~~· f 1 1. 00 
向けた課題Jを す事業者の売上 100 108 解決するために If伶び率 104 106 

2 「高品開発 「みえフードイ
／／  （達成済）Iカの強化に向け ノベーシ 2ンj 10件 （達成済）

た課題」を解決 による連携ブロ 1. 00 
するために ジェウト創出数 29件 37 ｛牛 43件

（緊計）

3 f創造カの
地域活性化ブラ ／／  

110 170 230 
強化に向けた課 ブラン プラン プラン i

題j を解決する
ン等の策定・爽 50 126 190 251' 1. 00 

ために
銭への支援

ブラン プラン プラン ブラン
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（単位．百万円）

予算額等

麟麟盤欝翻麟翻麟鱗機鞠麟麟麟麟麟鞠騒騒騒騒麟鱒鱗繍鞠麟麟機語
①首都密営業拠点「三三重宝テラスj におけるショップ・レストラン・イベントホーlレの管理・運営を通じ

た県内への誘客・集客、事業者支援、ネットワークの拡大、情報発信等に関する取組を腹開、また、

「三重テラス」の運営状況を評価し改善につなげるためのアドバイザリーボード＊を開催（4回）、さ

らにショップにおける取扱務品の選定会議を開催（9包）

②日本橋地域への来客層を「三霊童テラスJへの誘客につなげるため、 4県の周辺アンテナシ苦ツブ（福

島県、奈良県、島根県）との連携、日本橋地域の企業や団体、商業施設、キーパーソンなどと日本橋

ならではのネットワークづくりを促進、日本橋地区のイベント・まつり等において県内市町等！こ多様

な情報発信の機会を創出・提案（7 @]) 

③潤係部局の連携、市町・商工団体等との連携をさらに強化し、一体となった効果的なイベント等の企

廊や、新たな商品の発掘、商品のブラッシュアップ、新商品の開発に向けた新たな佼組みを構築（意

見交換会5ヶ所各2回、 1£蘭実施7回）

④包括協定を締結している大手流通事業者や、応援企業、応援店舗の協力を得て実施する三重県フェア

の運営に参加（6図（圏内4回、海外2回））

⑤「関西闘営業戦略つに基づき、効果的な営業活動を展開するため、三三重県ゆかりの店舗や企業、コア

な三重県ファン＊等の協力を得た三重宝の総力（綴光、食材、産品等）の効果的な情報発信、察人会や経

済界等とのネットワークづくり、小売・流通業者との関係の構築、関西閣の地域のイベントへの参閥、

マスコミキャラバン等、三重への観光誘草草場や f食jの販路拡大につながる様々な仕鯵けを実施

⑤平成 25年度より全闘の老舗百貨店と行ってきた「平成おかげ参りプロジェクトj を引き続き展開し、

平成26年 10月には、おかげ参りの終着地の伊勢市で最終取締として物産販売と観光情報発信を実施

⑦県産農林水康物等の輸出について、平成26年3flに設立された三霊祭農林水産物・食品輸出促進協議

会が主体となり、台湾、タイでニーズ把握を目的とした物産主主等を開催、また、笛際見本市への出展

やバイヤー招へい等を実施

③住宅や商業施設に「あかね材」を利用する「パートナー企業JのPR活動を支援、住宅等への「あか

ね材j利用を促進

⑨「みえ“食発・地域イノベーション”創造拠点勺の活動を推進し、エ業研究所の設備等を活用しなが

ら、企業の課題解決につながる技術的な支媛を実施

⑬みえフードイノベーション・ネットワーク＊の拡大、事業者連携によるプロジェクトのさらなる創設

と的確な進行管現、農林水産各研究所の研究成果の活用と産地との逢携によるプロジェクトの推進、 F

加えて、開発商品のテスト販売等を透じた潟品力強化、三重県6次産業化＊サポートセンターによる

生産者等の6次産業化支援などを総合的に展開

⑪県研究所における「みえフードイノベーション・ネットワークj等との連携による研究ニーズの的確

な把t屋、研究成果に関する評偲・活用を行う仕組みの強化、産学官の研究コンソーシアム＊による企

業・大学等との共向研究などの実施

⑫産学賞のさまざまな主体の知識や技術等の結集による、消費者のニーズに対応した農畜産言語品の開発

および農業者等への技術等の移転・普及

⑬マダイ、ノリ、アサリ、マグロを対象に、「みえフードイノベーション・ネットワークJを活用した新

たな商品開発、生産体帝ljの確立・強化、流遥販売体制の構築と充実
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⑬地域資源の戦略的なブランド化の取組支援、みえセレクション＊選定による情報発信、県内食品関逮事

業者の商品カ・営業カの向上に向け支援を行うフードヨミュニケーシヨンプロジェクトの実施

⑬マーケティングスキルに後れ、付加価値の高い農産物生産等を実践できる農業者の育成に向けた農業

大学校における研修の実施（5講座開講、 28経営体＇ 32名参加）

⑬市街、農協等と遼携した「地域活性化プラン勺の策定地域の拡大（新規51プラン、累計218プラン）

と継続的な実践支援、ビジネス指向の取組へ専門家を派遣し、取綴のス告ートアップを促す試作・試

行等を支援（新規33プラン、累計 126プラン）

⑫ f地域水産業・漁村振興計画＊」の策定や計留の実践支援、 f浜の活力再生プラン勺の策定推進を遜

じた fもうかる水産業」に向けた商品化等の敬総の加速、地域の特性に応じた水産業・漁村の活性化

の促進

⑬農山漁村の豊かな地域資源を生かした都市との交流等を通じて、地域の活性化や就業機会の拡大、所

得の向上を図る「いなかビジネスつの創出と質的向上に向けた、交流アドバイザ一派遣や農村起業を

促進するコーディネーター育成講＇＊ ( 7月24日～年間6回開催）、選択専門研修（おもてなし向上、

トレンドセミナ一、 SN S活用講座など）による取総の質的向上、さまざまな情報媒体を活用した情

報発信の実施、優良事例の水平展開を図るための三重県グリーン・ツーリズム＊ネットワーク大会（ 9

月 11El～12日）ゃいなかビジネス実践者大会（10月21El開催）の開催

離欝欝盤麟麟鱗麟麟麟麟鱗機購麟鱗麟麟麟麟麟鱗麟麟麟輔
①「三三重テラスjのショップでi立、「熊野古道t世界遺産登録 10周年jのトピック、新茶や三重のj京など

三三衰の句を苦！？笛に打ち出した商品セレクトと売り場構成を関るとともに、レストランでは、伊勢エピ、

カキなど三重ならではの句の食材を生かした数量限定ランチや黒板メニュー、クリスマスパーテヂー

コースなど飽きさせないメニューを展開し、リピーターの確保に努めました。また、「三蓑テラス」が、

fおもてなしセレクション 2014Jをアンテナショップ・自治体として初めて受賞したほか、人気テレ

ビ幸番組の舞台として取りよげられ、全国的に注百を集めました。今後も「三重テラスj への集客、ネ

ットワークの拡大、県内企業主事業者のチャレンジ支援のほか、医内外への発信力の強化が必要です。

②日本橋地域を中心としたイベントとして、 4月には日本橋料飲組合と大手百貨店の共向金額「日本橋

美味しい街めぐりスタンプキャンペーンjに参闘し、 5月には新浮世小路でマルシエを開催しました。

また、 10月！こは福徳神社の完成や日本橋・京橋まつりなどと連携したマルシェ等の開催や、日本橋エ

リアの4燥のアンテナショップ（福島、島根、奈良、三震）との逮携に取り組んだほか、 12月・ 1月

には長野・岐阜復興支援などのイベントを罪悪催しました。さらに、 12月に「臼本橋年の瀬マルシヱJ、

1月には「ふるさとマルシェjなどを開催するなど日本橋と三言重県のネットワークを生かしたイベン

トを繍催しました。なお、日本橋以外でも、 7月には大手町で企業との連携による社員向け三震県物

産震を開催し、 9月には新積で三霊祭物産展（一般向け）を関催しました。今後は、さらなる日本橋

エリアでのネットワーク強化を進め、「三重テラスJへの誘客を図る効果的なイベントの継続実践が必

要です。

③市町や商工匡体等とのエリア毎の意見交換会（7.Fl・12月）や訪問活動により、「三重テラスj を活

用した市町主催イベント等の企箇を支援するとともに、東海道をテーマに広域の市町が連携したイベ

ント（6月）の企酒運営などを支援しました。今後は、市町や商工団体等とのさらなる連携強化に向

！？て、首都圏や f三重テラスJの情報のフィードバックやニーズの把握・分析などに継続して取り組

む必要があります。

④包箔協定締結企業との連携による三重県フェアを、県内外のショッピングセンターなどで4思開催し、

三重察と三重県産品のPRを実施しました。海外では、 9月にマレーシアで開催された関内大手流通

事業者との連携による三重量県フェアに、また、 10月に香港で開催された「東海食品フェアJに出展し

ました。今後！ま、三重県フェア等における情報発信をより効果的なものとする検討が必要です。
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⑤関［§豊富でi立、外食産業関係者等が県康食材の調達の際！こ生巌者等を紹介する取組を続けており、メニ

ューの追加につながっています。また、三重県食材の販路拡大や食を含めた三重県の魅力PRに積渡

的に取り総む三震の応援店舗に対し、県産食材の取扱拡大を促したほか、消費者へのより効果的なP

Rに努めました。さらに、潟西圏の黒人会や高校同窓会等を通じた情報発信、県内市町を対象とした

関西匿における情報発信力向上やマスコミ関係者などの人脈づくりを進めるための議療の隠催（ 3殴）、

県内市町や綴光事業者等と連携した観光展・物産展等への参加（91＠］）、エージェント（6国）・マス

コミキャラバン等による観光PR (54回）を実施しました。今後は、引き続き、観光震や物産展、イ

ベント等について、持期、場所、合一ゲ、ツト等の視点から整現し、市町等！こ、よりニーズに合う効果

的な場を提案していくとともに、関蕊の経済界等との連携を一層深め、販路拡大；や観光誘客、企業誘

致、就職支緩等につなげていく必要があります。

⑤三震の「食jや「食文化j を発信し、 f食jに関する産業振興を図るため、 10月！こ「みえ食の逸品フ

エアJ（伊勢市外宮前）及び「食の文化シンポジウムJ（伊勢市、 200名参加）を開催しました。今後

も三震の「食jに関する認知i支を高め、販路の開拓や交流人口の拡大につながる取組を進めていく必

要があります。また、「みえ食の産業振興ビジョンj策定に向け、外部人材による検討委員会を3間開

催し、ビジョン構成案を整理しました。さらに、オール三重で食の産業振興を推進する機還を醸成す

るため、平成 27年3.Flに fみえ食の産業振興シンポジウムJ（津市、 127名参加）を開催しました。

今後は、ビジョンの策定を進めるとともに、関係事業者・関係機関の連携強化を翻り、活動の基盤づ

くりを行っていく必婆があります。

⑦ミラノ間際博覧会への出展に向lす、三重の「食Jにまつわる魅力を発信し、日本の中の三重県という

地域の認知度向上をIZIる白木館出展事業に加え、ミラノ市内で実施するテストマーケティング事業の

出産主計i§jについて検討を進めてきました。今思の出展を契機として、欧州市場での販路開拓やインバ

ウンドの拡大につなげていく必要があります。

③県産農林水産物等の輸出を促進するため、三重県農林水産物・食品輸出促進協議会会員！こ対して輸出

に向けた商品登録を促すとともに、平成26年度に実施した台湾、タイでの物援展等においてバイヤー

に商品提案を行いました。また、 6月！こ台湾で行われた国際見本市！こ出農し事業者の販路開拓を支援

するとともに、輸出に向けた基礎知識の習得を目的としたハラル研修会やジェトロ三重のアドバイザ

ーによる偲別相談会、台湾・タイの三重県物産展等来場者へのこーズ調査などを実施しました。今後

は、これまでの物産展等における消費者へのニーズ調査やPRといったBtoCの取組から商談会の開

催や見本市への出展などによって潟談機会を創出し販路開拓につなげる BtoBの取総！こ重点を移して

いく必要があります。また、事業者の輸出に関する知識向上等を図っていく必要があります。

⑨住宅や商業施設に「あかね材j を利用し PRする「パートナー企業」の9取組を支援するとともに、

エ務店等への訪問活動を通じた fあかね材j利用の働きかけを行ったことなどにより、これまで県産

材を使用したことがない事業者が整備する商業施設に fあかね材jが活用されるなど、「あかね材」

の利用拡大が進みました。今後も、「あかね材」のさらなる認知度の向上と利用拡大が必婆です。

⑬「食発・地域イノベーシヨン創設i支援事業」について、工業研究所において、拠点機器を活用した食

品資材開発等！こ関する企業との共同研究を2件実施しました。また、独立行政法人科学技術振興機構

により整備された機器が工業研究所に譲渡されました。今後！立、機器の適正管理・整備を行うととも

に、さらなる機器の利用開放や共同研究等による企業支援に努めていく必婆があります。

⑪みえフードイノベーション・ネットワーク会員数！ま356者（平成27年3月末）となるとともに、プロ

ジェクト活動への支援により、低リン米や亀山ラーメンの即席カップ菱重等 15の新商品等が生み出され

るなど、県産農林水産物の言寄付加俄イ際化が進みました。また、三葉黒6次産業化サポートセン担ーに

よるプランナ一等の派遣や6次産業化研修などを通じて意欲ある生産者等への支援を進めました。農

林水産物の高付加価値化に向lす、意欲ある生産者と食品関係企業、研究機関などとの連携をさらに強

化することで、各主体の役割や機能をさらに発揮できるようにしていく必要があります。
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⑫農業研究所では、稜子繁殖君主イチゴ品種や高糖度な中娩生カンキツ品穫を脊成しました。また、 IC 

Tを活用したカンキツの筒品質安定栽培技術や骨粗穏疲・慢性腎不全等に対応した機能性農援物の開

発を進めました。植物工場では、トマトの夏期高温対策やイチゴの長期収穫の実証研究を行うととも

に、 ICTを活用しトマト生産情報を共有できる｛士総みを構築しました。今後は、企業等が逮携した

コンソーシアムの活用により、消費者ニーズに対応した商品開発等に取り組む必要があります。

⑬畜産研究所では、ブランドカのある畜産物の生産に向け、肉用牛における飼料用米給与技術の確立や

地域特産農産物の給餌による地鶏や豚肉の生産技術を調発するとともに、鮮度と食味・肉質との関係

を調査し新鮮な状態で販売できる靭挽き鶏肉の優位性を明らかにしました。今後も引き続き、県E量畜

E量物の高付加価値化！こ向！す、機能性などの付与、鶏肉の高鮮度流通システムの開発などに取り組む必

婆があザます。

⑬水産研究所で、i立、低利用資源の有効活用を進めるため、色落ちノリヘゴマサパ、マグ口、アカモク、

ヒロメの商品化の取組を進め、ノリの保湿性を活用した化粧品、ヒロメを原料としたあられの商品開

発につなげました。今後も引き続き、低利用資源の有効活用による付加価値商品の罰発などを進める

必要があります。

⑬伊勢まだい勺こついては、包持ちの良さやさっぱりした食味かや評価され、取り扱うスーパー等が増え、

販売量も増加しています。尾鷲産もちもちマグ口については、定期的な販売！こ加え、 9Flから3か月

額、国際線機内食メニューに利用されました。今後も、これらの商品の知名度の向上や取扱店舗数の

拡大に取り組む必要があります。一般に流通している累ノリ（スサピノリりに比べ高値での取引が

期待されるアサクサノリについては、取り組む養殖業者が増え、昨年漁期の2倍の生産量となりまし

たが、半数以上の取組業者の製品でスサビノリが混入し、アサクサノリとして認定されなかったこと

から、対策が急務です。また、アサリについては、早く身を大きくし出荷することを図的に、伊勢市

の地先海域で養殖試験を行ったところ、 2月のイベントにおける試食PRで「肉厚で美味しい」など

の良好な評備が得られました。今後は、生漆蚤の増加や年間の生育状況の把握、効果的な販売時期に

ついて検討するJ必要があります。

⑬三重重ブランドについては、新規認定品医として、「岩がきjで1事業者を、また既認定品目の追加認定

として、 f伊勢茶Jで1事業者を認定し、平成27年3月末で計 15品臣、 38事業者となりました。今

後も三震ブランド認定をめざす毒事業者の脊成に向け、支援対象となった事業者の実施計厨に基づく取

組！こ対し、情報提供や助言などを進めていく必要があります。

⑫みえセレクシ司ンについては、 8月と 1月に選定を行い、合計27品目を選定しました。また、事業者

の商品カ・営業力向上に向けたフードコミュニケーシ司ンプロジェクト集中研修を、 12事業者を対象

に実施しました。今後も、選定品数の増加を図るとともに、事業者の商品カ・営業力の向上に向lすた

取組が必要です。

⑬農業大学校における農業者のマーケテイングスキル向上に向けた研修講座については、鶴談会シート

の作成実績が延べ 47件（平成26年度新規24件）、マッチングイベントへの参加実績が延べ53件（平

成26年度新規28件）となり、実践力向上の成果が見られました。さらに受講者を拡大するとともに、

6次産業化の事業化に向け、研修終了後も継続的な支援に取り組む必要があります。

⑬ f地域活性化プランJについては、前年度までの 167プランに加え、新たに 51プラン（累計218プラ

ン）が策定されました。このうち、 33プラン（累計 126プラン）について、専門家を派遣しビジネス展

開に向けた試作、試行等の初期的な取綴への支援を開始したほか、新たに愈j出された潟品等の改良、

販路拡大などの実践取組を支援しています。策定地域をさらに拡大するとともに、商品等の高付加価

値化を進めるため、他の地域や食品産業事業者等との連携を促す必要があります。

⑫地域水産業・漁村振興計国については、新たな8地区の計画策定と策定済計翻のブラッシュアップを

支媛しました。「浜の活力再生プランJについては、県内9地区のプランが閣の承認を受けるととも

に、 8地区が7]<~主庁で審査されており、平成 27 年度に承認される晃込みです。平成 26 年度までに、
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33地区でこうしたプラン・計騒が策定されています。今後は漁村の活性化に向けた取組を着実に実行

する必要があります。また、三重県水産業・漁村振興指針＊については、闘を挙げた輸出促進、飼料

価絡の高騰、クロマグロをはじめとする資源、管理の強化など、策定以降、社会情勢が大きく変化して

おり、見直しが必要です。

＠「いなかピジネスj に取り組むE主体は 18 限体増加し 158 団体になるとともに、三重の~ファン倶楽

部会員数は 585名増加し、 7,057名となりました。専門研修の実施！こより、取総額体の集客力向上を

支援するとともに、いなかビジネス実践者大会等を開催し、実践者間等の逮携を留りました。「いな

かビジネスJのさらなる拡大と集客カ向上に向け、活動支援とともに、取組団体のスキル向上、企業

等と遠携した情報発信、大都市豊富等でのPRなどが必要です。また、今後、農山漁村地域においては

高齢化及び人口減少が進んでいくため、移住者や地域外のコーディネーターと住民を結び、地域資源

を活用した若者の定住や雇用につながるビジネスを創出する必要があります。

離麟麟翻鵠麟鱗麟轍鱗麟麟麟鞠麟麟麟麟鞠麟麟鱗欝鱗麟鰯
①これまでの f三重テラスjの運用の成果や課題をふまえつつ、三重の「食・文化Jを重点テーマとし

た情報発信や販路拡大に向けて、日本橋や首都麹の顧客に三重量の「旬」を発信していきます。また、

三震の魅力を訴求する展示・レイアウト等の改善や、魅力あるイベントの開催と広報の展開などによ

る情報発信カの強化に取り組みます。さらに、より効果的な営業拠点となるよう、首都圏のネットワ

ークを生かした察内事業者への支援などに、関係部局とともに取り組みます。

②臼本橋エリアの関係団体や他県アンテナショップ等の企画やイベント等と連携し、首都関でのさらな

るネットワークの強化と拡大を図ります。また、三重重県の大きな魅力のひとつである「食」を中心と

して、国内、首都圏、海外への情報発信を視野に入れた展示や講座の展開、外国人観光客をターゲッ

トとしたインバウンド観光への対応など、「食j の産業振興の方向に沿った情報発僑に取り組みます。

③県・市町・商工包体や祭内事業者などの連携により、県産品の販路拡大等に向けて一体となって営業

活動を展開します。また、これまで矯築されたネットワークなどを活用して円滑に事業を進めるとと

もに、包括協定締結企業等との連携による国内や海外での三重重県フェアの開催などを通じて、三霊祭

の情報発信と県産品の販路拡大等につなげていきます。

④新たな三重県食材の調達をはじめ、シヱフを講締とした講座の開催や店舗におけるイベント等の開催

への協力など、関西事務所と漣携した企図の実施に積機的に協力いただく三重の応援店舗を活用し、

ニーズを綴り起こすとともに、引き続き、県内事業者が開発した優れた製品・サービス等の販路拡大

に向け、関西箇で行う商談会等の紹介や出展への支援を行います。また、「関西圏営業戦絡jに基づき、

今後も情報発信力の向上に努め、市町等と連携した鋳西歯でのマスコミ・旅行代理店・飲食j吉・小売

事業者等に向けた情報発信や観光震・物産展等を通じたPR、コアなファンを獲得するためのターゲ

ット・テーマを明徳にしたイベントなどを実施します。さらに、関西の経済界等との対話を進めるこ

とで、関西経済界と三重県の連携を深めていきます。

⑤検討委員会及び関係機関等との議論を踏まえて、「みえ食の廃業振興ビジョンjを策定し、関係者葬業者・

関係機関の認識共有及び連携強化を図りつつ、活動の義援づくりを進めるとともに、関係部局と連携

して f食」に関する商品開発や販路際拓、人材育成、情報発信などを支援し、食の産業振興に取り絡

みます。

⑥三重まの食の欧州市場への発信起点となるミラノ匿際博覧会への出療を契機に、テストマーケティング

の実施を通じて飲州市場のニーズが高い察産品等の情報を収集するなど、；県内事業者の欧州市場での

県産品の販路喜男拓等を促進します。

⑦県産農林水産物等の輸出促進に向けて、三重県農林水産物・食品輸出促進協議会が主体となり、台湾

及びタイで、新しい言語品のテストマーケティングの場として物産展等を継続するとともに、今後、輸

出拡大の可能性が高い商品を中心！こ、展示会や見本市への出祭、バイヤーの県内招へいなどBtoBに

よる商談機会の場の創出に注力していきます。また、ジェトロみえのアドバイザーなど関係者と連携
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し、輸出に関する知識向上のための研修会やセミナ一等を開催します。

③ fあかね材Jのさらなる認知度向上を図るため、住宅や商業施設に「あかね材Jを利用する「パート

ナー企業Jによる PR活動を支援するとともに、研修会の穏健などを通じて公共建築物への利用促進

に取り組みます。また、県民に対し、木工体験などを通じて fあかね材Jの弟j煎意義などを普及寝耳発

します。

⑨新商品開発等について「みえ“食発地域イノベーション”創造拠点」を活用しながら、研究プロジェ

クトのコーディネート等に継続して取り総み、共問研究等を遥じて、企業の課題解決につなげます。

⑬引き続き、みえフードイノベーション・ネットワーク会長の拡大を図るとともに、プロジェクトのさ

らなる創設と的確な進行管理により、県内農林水産業を家事｜する新たな商品やサービスの創出を図り

ます。また、三E重県6次産業化サポートセンターを設置し、経営アドバイスなどを進めるとともに、

6次笈業化ファンドの活用を促進するなど、意欲ある生産者の6次産業化を支援します。さらに、み

えフードイノベーシ豆ンの取組が今後も自立して継続していく仕組みを検討します。

。農業研究所では、健康需要に対応した新たな機能性農産物の開発と栽培技術の実証、高湿気象条件で

も高品質で病害短銃性を併せ持つ水稲品穫の開発など、実需者のニーズや生産現場の課題に的確に対

応した研究開発を進めます。また、植物工場では、引き続き、トマト・イチゴの多収栽埼及び低コス

ト化技術の確立に取り組みます。

⑫苦言産研究所では、肉用牛への飼料用米給与技術等の現地導入や受精卵の受給率向上に向けた技術院発

を進めるとともに、肉用牛肥育における飼料の低コスト化や肉の脂肪質の改善などの品質向上に取り

組みます。また、豚では、関係機関と連携して地域特産物等を飼料に活用した高品質豚肉の商品化に

取り組みます。さらに鶏では、鶏肉の鮮度維持技術や採卵鶏等への飼料用米多給技術の開発に取り緩

みます。

⑬水産研究所では、漁業者や加工業者、流通関係者等と連携して、養自車魚の内蔵:if活用した魚襲撃など低

利用水産資源の有効活用や商品価値が低い色落ちノリを活用した化粧品などの商品罪者発を進めます。

⑬伊勢まだいや尾鷲援もちもちマグロは、イベントやスーパー等でのPR販売等により知名度の向上と

販売チャネルの拡充を図り、安定的な商品供給体制の構築そめざします。また、アサクサノリについ

ては、スサピノリの混入対策を行うとともに、今漁裁に得た知克をもとに、品質の向上と生産量増加

につながる技術開発に取り組みます。アサリについては、養殖試験により、養殖したものと天然もの

との身の太り方の速さなどの違いを明らかにし、アサリの市場動向を踏まえたうえで、供給震が少な

い詩期に出荷するというようなアサリ養磁の可能性を検討していきます。

⑬新たな三雪量ブランド育成のため、支援対象となった事業者に対して必要な支援を行い、三重Zブランド

認定をめざします。

⑬みえセレクションの選定及び商談会等での情報発信に取り組むとともに、；県内食品関連事業者の高品

カ、営業カの向上等に向けた研修等の取総を継続していきます。

⑫農業大学校が行うマーケテイングスキル向上に向けた研修講座については、新たな受講者の確保に向

！？、受講希望者のニーズを反映して、品目を特定した専門性の高い講座の企窃や隠催時間の見直しな

どを行います。また、 6次産業化の実現につなげていくため、普及指導員による助言や情報提供、商

工会等の関係機関と逮携したマッチングイベント等への参加誘導などにより、講座修了者への継続的

な支援に取り組みます。

⑬ f地域活性化プランjについては、農業者の意欲醸成をliilりつつ、策定地域の拡大と継続的な実践支

援に取り組みます。また、販路開拓等へ向けて、霊童示・商談会等への参加促進や、 6次産業化事業等

の活用誘導など、ビジネス展開にi匂lすた意欲醸成を進めるとともに、新たに創出された商品等の高付

加価値化をめざして、プラン慢の連努や食品関連事業者等異業種からの提案に対応できる産地づくり

など、実践取組のステップアップを穫穣的に支援します。

⑬地域水産業・漁村猿興計額については、平成26年度までに策定した計砲のブラッシュアップや「浜の
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活力再生プランJの策定と併せた新たな地区の掘り起こしを進めるとともに、計画等に佼鐙｛すけられ

た取組を支援します。また、社会情勢の変化に対応するため、 f三重県水産業・漁村振興指針Jの見麗

しを行います。

⑫人口減少下にある農山漁村地域において、若者の定住や濯用創出につながるビジネスを創出していく

ため、移住者や、これまでに養成したコーディネータ一等と地域住民や資源、をつなぎ、地域ぐるみの

取組への発展を促します。また、いなかビジネス取総額体やコーディネーターを業態や諜題Jlljにネッ

トワーク化、グループ化を促し、ノウハウの共有や優良事例の水平展開を進めるとともに、農林水産

業や「食jに着目した新たなビジネスモデルの創出を支援します。 PR簡では、集客力の向上に向！十、

企業等と連携した情報発信や大都市豊富へのPRの強化などに取り組みます。
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｛主担当部局：農林水産部〕

－集落ぐるみによる野生鳥獣の追い払いや侵入妨止柵の整備等を行う f被害対策Jと、有害鳥獣等の適

正な駆除や野生鳥獣が生息しやすい森林整備等を行う f生息管理JIこ取り緩み、「獣苦手につよい三重j

づくりが進んでいます。

・「被害対策j と「生息管理Jへの的確な取組とあわせ、未利用資源活用の観点での f獣肉料用j を連

係させて進めることにより、本県の野生鳥獣による農林水産被害が減少しています。

度陵

＊

進 B 

（ある程度進んだ）

I語鞠弘

！プロジェクトの数億図標を達成し、実践取絡の f脊
！警捕獲野生款のうち利活用された頭数」が目標には

判断理由 i窟かなかったものの斎実に増加していることなどか

lら、「ある程度進んだJと判断しました。

［＊進展度： A （進んだ）、 BCある程度進んだ）、 c（あまり進まなかった）、 D（進まなかった）］

聖子生鳥獣によ
る農林水産被
害金額

728百万円
以下

(23年度）

821百万円

(23年度）

660百万円
以下

(25年度）

629百万阿
(25年度）

1. 00 

鼠襟項鴎 I 
｜サル、ニホンジカ、イノシシ、カモシ力、カワウ等による農林水産業の被害金額

の説明 ｜ 

27年度目擦 i農林水産業者等が鳥獣被害の防止対策の効果を実感できるためには、県全体の被害金額を 20%以
値の考え方 iよ減らしていく必要があると考えられることから設定しました。

1 r野生鳥獣に

る農林水産被，－…一 I~ I I I I 0. 96 
筈Jを解消する 獲E員数 15, 393頭 14,790頭 17,529頭 17,148頭
ために

2 r獣F均等のa手I] 有害捕獲野生獣 1, 000頭 1, 200 ~買 1, 400 ~:Ii 
0. 89 活用に向けた課 のうち利活用さ

1附譲I1. 243頚H.§ Jを解決する れた頭数 800頭 1, 037頭
ために
3 「集落周辺 塁手生鳥獣の生怠

／／  4地域 4±也t或 4地域
への綴繁な出 しやすい森林づ J 1. 00 
現j を解決する くりに取り組む

9地域 8地域 10地域
ために 地域数
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（単位：百万円）

離麟騒騒麟麟翻麟麟鱗麟鱒麟麟離鱗麟麟鱒麟鞠麟麟轍鱗麟盤調
① f豊史書害対策に取り組む集予審j づくりに向けた、~談会等による地域住民の意欲の陵成（22 集落）と

集落リーダーの育成（指導者育成講座6回開催、延べ 165名参加）、野生獣の追い払いなど地域ぐる

みの活動に対する支援（13市町）と侵入防止柵の計理主的な整儀の推進（14市町21Skm （見込み））

②被害の軽減や獣害対策に対する県民の理解を促進するためのフォーラムの開催 (7月 26日lこ開催、

約 400名参加）

③捕獲効察の向上に向！すた、大量ま捕獲わな等の技術実証（実証2種類）、技術の縫立した大量檎獲わな

等の普及、集落における捕獲技術の向上に向！？た取総の実施（捕獲技術向上研修1悶）

④特定鳥獣保護管理計額＊（ニホンザル）に基づく、ニホンザルの群れの加害レベルに応じた集落ぐる

みでの追い払いや侵入妨.Lt楠の整備の推進、産学官の連携による新たな大量捕獲技術の開発

⑤ IC Tを用いたニホンザルなどの防除・捕獲・処現のー震体系技術の構築に向けた現地実証の実施

（大震捕獲わな 18基設置、サル接近センサー30基設置）

⑤地域の捕獲カの強化に向けた、「獣号害対策カルテjの活用による共同捕獲隊や集落捕獲隊などの捕獲

体制の整備に対する新たな支援（ 3市町）及び捕獲後の処分体制の構築等に向けた焼却施設や減量量

化施設の他県の活用状況調資と現地実証（ 1筒所）の実施

⑦行政境界に隣接する県や市町等の広域連携一斉捕獲体制や、複数の集落が連携する共同様獲体制、

築港内で役割分担を明確にした集落捕獲体帝Jjなど、地域における持続可能な捕獲体制の構築

③鳥獣保護法の改正に伴う爆の捕獲等事業の実施の検討や第 11次鳥獣保護事業計画等の改定

⑨捕獲者の確保に向け、猟友会との連携による狩猟免許取得促進のためのPRの実践

⑬漁業被害の軽減に向けた、カワウの内水箇漁協が行う捕獲及び飛来防止対策等の取組や全国一斉対

策の実施に対する支援

⑪安全で高品震な操選の痩肉や猪肉の安定的な供給を図るため、 f『みえジピエキ』品繁・衛生管環マニ

ユアルJを遵守した解体処理施設の整備を捻進

⑫安全性や品質が確保された県産の鹿肉や猪肉を取り扱う事業者であることを証明する fみえジピエ

登録制度勺の普及、業穫を越えた事業者による窓見交換や情報共有、商品の隠発による需婆拡大な

どを8的とする「みえジピエ協議会（仮称）」設立の検討

⑬「みえジピエ」の需要の拡大に向け、飲食店との連携による「みえジビエj を食材に採用したメニ

ユーの提供、大手流通事業者との流遜体制の構築

⑬「みえフードイノベーション・ネットワーク勺を活用した企業等とのマッチングによる新商品の関

発・販路開拓の推進

⑬野生鳥獣が生息できる森林環境の創出に向けた、森林再生整備等に取り総む地域を拡大するための

事業実線箇所の効果等のPR 
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組む集落を拡大していく必要があります。また、市町や生産者等から、室長落ぐるみで行う野生獣の

追い払いなどの取組への支援や侵入妨止柵の設震に向けた婆翠！ま依然多く、今後も計国約な支援が

必婆です。

②獣望書対策に取り総む集落づくりの機運の醸成と県民の皆さまの獣害対策への理解の促進を殴るた

め、「獣寄につよい三重づくりフォーラムj を開催し、集落ぐるみのサル追い払いと侵入防止機の

獲備によりサル被害を大幅に減少させた事例など313.ll 1本の優良汚動事例の知事表彰を行うととも

に、獣害対策に向けた地域住民の意欲の喚起を行いました。今後は、優良活動事例の取組をこれか

ら獣害対策に取ザ組む集落等に普及していく必婆があります。

③シカの習性を利用し効率的！こ捕獲を行う誘導式図いわななどの新たな大義捕獲技術の現地実証！こ

取り組んだほか、これまでに開発した野生獣の大量捕獲わなの遠隔監視・操作システム fまる三重

ホカクンjを活用した大量捕獲技術等を導入した市町等を対象に、捕獲技術の向上を図るための研

修会を開催しました。引き続き、民間企業と連携して新たな捕獲技術の開発を進めるとともに、開

発した技術を普及していく必要があります。

④木県のニホンザルの農業被害金額は全国でもよ位であり、特に深刻であることから、適正な捕獲を

促進していくため、民間企業と連携して開発したこホンザルの大量捕獲技術（まる三重ホカクン十

大震捕獲わな）の普及に取り組み、導入実綴は4市町で4件となりました。今後、この大一震捕獲技

術をさらに普及させるとともに、新たな捕獲技術について研究・開発を進めていくことが必婆です。

⑤ JC Tを用いたニホンザjしなどの防除・捕獲・処理のー賞体系技術の構築に向！ナ、現地実証を実施

するため、伊賀市内に 18基の大量捕獲わなとネットワーク化したサル接近センサー30墓を設霞し

ました。今後、現地実証の結果を踏まえ、効率的に被饗軽減を図られるように、それぞれの大量捕

獲わなや接近センサーの情報を一元管現できる仕組みの構築が必婆です。

⑤地域の捕獲力強化に向け、国の鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業や県事業を活用して、市町等が行

う捕獲活動や各捕獲隊等の活動体制強化を支援しました。また、第獲後の処分体制！の構築に向け、

他県で導入されている焼却施設や微生物等を活用した減量化施設を認査し、有望と判断した減量化

装置の現地実証！こ取り組みました。今後、機獲後の処分体制については、市町の捕獲等の状況に応

じて効果的な処分方法を検討し普及していく必要があります。また、より効果が期待できる捕獲実

施場所の選定や持続可能な捕獲体制の整備、各稜補助事業主の活用などを盛り込んだ「捕獲促進プラ

ンjの作成を市町等に｛足しました。今後も、 f獣害対策カルテj などを活用し、市町の「捕獲促進

プラン」の作成を支援していく必婆があります。

⑦これまで捕獲が進まなかった行政境界近辺における捕獲を促進するため、市町、猟友会および関係

する県との誠整を進め、 2地域において各2回、シカ及びイノシシの広域一斉捕獲が実施されまし

た。また、地域における持続的な捕獲体脅ljの構築に向け、複数の集落が連携する共向捕獲隊や、集

落内で見図りやエサの交換など、の役割j分担を明確にした集落捕獲隊の活動を支援しました。今後も

行政境界での広域連携による捕獲体制の祭儀等を進めるとともに、地域での持続可能な捕獲体制の

構築を支援していく必要があります。

③鳥獣捕獲等の一躍の促進と捕獲等の狽い手育成等を目的とする鳥獣保護法の改正に伴い、第 11次

鳥獣保護事業計額や特定鳥獣保護管理計酪（ニホンジ力、イノシシ、ニホンザル）について、改定

等を行いました。この計画に基づき、適正な生怠管理に努めていく必婆があります。

⑨鳥獣捕獲者の確保に向け、猟友会と遼携し、狩猟免許取得促進のためのPR等に取り組んでおり、

平成26年度の狩猟免許試験合格者数！ま 306名と、昨年度を 91名上回りました。引き続き、狩猟免

許取得者等の拡大に向！？で取り組む必要があります。
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⑬カワウの漁業被警を受けやすい稚アユ放流持期（4月～6月）にあわせ、内水海漁協が行う銃器に

よる捕獲や、案山子や:rt火等を使用した飛来防止対策に対して支援しました。また、 4月にき軽自極さ

れたカワウのさを関一斉対策には、本県をはじめ 40都府繋が参加し、県内では 14漁協が捕獲等を行

いました。さらに、三重霊祭内水蛮漁連の研修会において、漁協関係者を対象に、カワウの飛来防止

策等の紹介を行いました。カワウ等の捕食による漁業被害が拡大していることから、こうした取組

の継続実施が必要です。

⑪擦震の鹿肉や猪肉の利活用を促進するため、欽食店、流通事業者を対象に「『みえジビエ』品質・

衛生管理マニュアル」に関する説明を行ったほか、主主E草された「みえジピヱjにおける食中毒菌等

のモニタリング検査など、安全性や品質の確保に向けた取組を行いました。「みえジピヱJの普及

に向！？、安全性や品質の確保をさらに進めることが必要です。

⑫安全性や品質が縫保された県産の鹿肉や猪肉を取り扱う事業者であることを証明する fみえジビエ

澄録制度」について、 5F.Iに第1号の事業者を登録し、平成 26年度末までに 25事業者 44施設を

去を録しました。今後、さらに「みえジピエJの安全性や品質の確保を進めるとともに、「みえジピ

ヱ登録制度jに基づく登録事業者を潟やし、「みえジピエ」の消費拡大を進める必要があります。

⑬「みえジビエJの需要の拡大に向け、飲食店との逮携により、「みえジビエ」を食材に採用したメ

ニューの提供、大手流通事業者との流通体制の構築を行いました。また、「みえジピヱ」を広く県

民に周知するため、 fみえジピ、ヱjの加工品の試食提供による販売促進活動やラジオ放送による「み

えジビヱJに関する取組等のPRを行いました。引き続き、「みえジピエJの需要を拡大するため、

企業と連携した新商品の開発・販売や、首都鐙での販売促進に取り組んでいく必要があります。

⑬「みえフードイノベーシヨン・ネットワークjを活用した企業等とのマッチングにより、外食チェ

ーンにおいて期間限定の第3弾シカ肉メニューが提供されました。また、 11F.11日から3ヶ月間、

「みえジピエJ登録事業者と連携し、 fみえジビエフェアjを開催しました。引き続き、 fみえジビ

ヱ」の需要拡大！こ向け、新商品の開発等！こ取り組む必要があります。

⑬森林湾生により、野生鳥獣の生息環境を創出する事業では、 10地域において事業計額が策定され、

105haにおいて人と野生鳥獣の共存に向けた森林整備が進められました。引き続き、事業計画に基

づく獲備を着実に進めていく必嬰があります。

観麟麟麟鶴麟鶴離麟麟麟麟麟鞠麟麟鱗鱗麟轍鶴麟麟鞠
①獣警害対策に取り組む集落を拡大するため、引き続き、集落の実態調査や藤談会等を実施しながら、

集落住民の機運の醸成や集湾リーダーの育成に取り絡むとともに、侵入防止欄の計画的な整備を促

進します。

②獣害対策に取り組む集落の拡大と獣審への集民の漣解の促進を図るため、引き続き、県が取り紹む

獣害対策の事例等を紹介するフォーラムの開催や優良活動の表彰、パブリシティ汚動等による情報

発信などに取り絡みます。

③開発された大量捕獲技術等の普及を図るとともに、捕獲カの強化に向け、集落のリーダ一等を対象

とした技術研修会を開催します。また、引き続き、民間企業等と連携し、技術開発・改良！こ取り組

みます。

④ニホンザルのます策に早急に取り絡むため、特定鳥獣保護管E要旨十簡（ニホンザル）に墓づき、集落が

実施する総合的なサ）｛，対策活動を支援するとともに、ニホンザルに効果の高い多獣種に対応する侵

入妨止禰やニホンザルの接近情報に基づく追い払い対策の普及、これまでに開発した大量捕獲技術

を活F脅した適正な捕獲などにより被害を減少させます。また、 Gp S機器＊を用いた正確な位震情

報の把握による防i徐技術や超大型捕獲おりによる多頭群の効率的な捕獲技術の開発・実証に取り組
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み、被害害の減少につなげます。

⑤ ICTを用いて一元管理した複数の大量捕獲わなとサjレ接近センサーなどにより、計額約な捕獲・

追い払いの実施から捕獲後の処理までのー震体系技術を確立し、広域的なニホンザjレ対策のモデル

として、普及に取り総みます。

⑥市町等が行う捕獲活動や各捕獲隊等の活動体制強化の支援を継続するとともに、野生鳥獣の捕獲佼

援や頭数、被害状況などをGIS＊で一元的に表示する f獣害事情報マップjを作成します。また、こ

のマップを浴用して市町の「捕獲促進プランj作成等を支援することにより、地域捕獲カのさらな

る強化に取り組みます。さらに、捕獲後の処分体制について、市町や企業等と連携して行った現地

実証の結果も踏まえ、効果的な技術の確立と普及につなげていきます。

⑦引き続き、行政境界近辺での広域連携によるシカ及びイノシシの一斉捕獲の実施を支援するほか、

市町内における共同捕獲体制や集落における捕獲体制などの構築を、市町や猟友会と連携しながら

進めます。

③鳥獣保護法の改正に伴い策定した第 11次鳥獣保護管理事業計図等に基づき、県による捕獲を笑施し

ます。また、擦による捕獲、市町が中心に行う有害鳥獣捕獲、各地域での狩猟による捕獲を適切に

組み合わせ行うことで、増えすぎたこホンジカ等の生息数の減少につなげます。さらに、わな猟の

標識の設鐙等に対し支援を行うことで、狩猟および有害鳥獣捕獲の適正な実施および安全性の確保

につなげていきます。

⑨捕獲者の増加を図るため、猟友会と連携し、狩猟免許の取得促進に向けたPR等に取り組むととも

に、狩猟免許の更新を促進するため、免許更新の案内通知の送付に取り組みます。

⑬カワウによる漁業被害害の軽減を図るため、内＊箇漁協における、継続した銃器による捕獲やピニル

ひもやテグスを使用した飛来防止対策等を支援するとともに、全国一斉対策の取組への参加を促し

ていきます。

⑪安全で高品質な fみえジビヱ」の安定的な供給を図るため、「『みえジビエ』品質・衛生管理マニユ

アルJを遵守した解体処理施設の整備等を引き続き推進します。

⑫安全性や品質が確保された県産の鹿肉や猪肉を取り扱う事業者であることを証明する「みえジピエ

登録制度jの普及啓発を行い、愛録事業者を増やすとともに、ビジネス展開を視野！こいれた「みえ

ジピエ推進協議会（仮称）Jの設立に対する支援に取り組むことなどにより、「みえジピエjの利用

拡大につなげていきます。

⑬「みえジビエjの需要を拡大するため、企業と遼携した新商品の開発・販売や首都関営業拠点「三

重テラスjのネットワーク等を活用した首都留での販売促進、「みえジピ、エJの普及啓発に取り総み

ます。また、 fみえジピエ」の消費の拡大を図るため、購入や食事を促進するプレミアム付商品券の

販売とスタンプラリーを実施します。

⑭引き続き、 fみえフードイノベーション・ネットワークjを活用した企業等とのマッチングにより、

「みえジピエ」の新商品の開発等を行うなど、需要拡大に向けた取絶を進めていきます。

⑮森林再生により、野生鳥獣の生息環境を創出するため、事業計図に基づ、いて森林環境整備を着実に

進めていきます。また、今後、各地域において自主的な取組が広がっていくよう、生息数調査（糞

塊~査）の結果等を活用しながら、取組を P Rしていきます。
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進展度

＊ 

B 

（ある程度進んだ）

！県民指標は目標僚を上白り、活動指標も 1項目を除いて

判断理由 jiヨ標値に遼していることから fある程度進んだJと判断
iしました。

【＊進展度 ：A （進んだ）、 B（ある程度進んだ）、 c（あまり進まなかった）、 D（進まなかった）｝

厨擦環医

の説明
絶滅のおそれのある野生動植物穫の保護活動および農地里山の保全活動の実施箆所数の余計

27年度目標 生物多様性ニ係る保護活動箇所数を年悶 10か所ずつ増やし、平成27年度には現状値の 2倍
値の考え方 以上とする回標数値を設定しました。

15301 生物多 I lニホンジカの推
様性保全の推進｜

｜定生息頭数
（農林水産部） I 

川 00頭｜ぬ 000頭 I60. ooo頭

' 99, 140頭 I82, 057頭

町∞頚 I75, 335頭 ｜ （ 川 河 ｛ 時 的

14 ( (i.み）
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15302 自然環 自然環境の新た
墳の維持・回復 な保全面積（累 1. 00 
（農林水産部） 計） 9. 9ha 1, 018ha 1, 018ha 

15303 自然と
自然とのふれあ

82. 0% 83. 0出 84. 0時
のふれあいの促 1. 00 
進（農林水綾部）

いの場の満足度
81. 4詰 81. 2出 81. 4略 84. 2目

＊「ベイズ推定法つを活用した推計億

（単位：百万円）

予算額等 115 177 155 109 

概算人件愛 198 193 204 

（配霞人員） (22人） (21人） (23人）

麟麟鰭鱒饗麟醸欝鱒欝麟麟鱗麟麟鱗鱗鱒麟鞠鱗欝盤麟鱗盤盤
①三重重県の撃かな自然が継承され、県民が自然とのふれあいや地域への愛着を深めることができるよう、

爆民が自主的！こ行う霊地里山保全活動の悶体認定や保全汚動を支援、また、森林・山村多面的機能発

揮対策事業については、塁山林の保全管理を行う活動団体数を拡大

②察内の希少野生動機物穫の生怠・生筒状況を的確に把握し、野生さ主物の保全に対する祭民の理解や汚

動を広めるため、「三重県レッドデータブック勺の改訂版を発刊するとともに、子どもたちが参加す

る生物多様性にかかる観察会を行ったほか、外来生物対策！こかかる普及務発、県民やNp O等団体と

連携した県指定希少野生動機物穫の保全活動等を実施

③「鳥獣の保護及び狩猟の適正化！こ関する法律j に基づく、狩猟免許試験及び狩猟免許更新講習を実施

するとともに、鳥獣保護員による狩猟等の取締や指導を実施

～③ニホンジカの推定生患頭数について「ベイズ推定法」による誠査を実施、第 11次鳥獣保護事業計画や

特定鳥獣保護管環計額＊（ニホンジ力、イノシシ、ニホンザル）について改定等

⑤死亡野鳥等における高病原性鳥インフルヱンザへの対応については、盟、燥、市町等の関係機器喜と遼

携し、情報等の共有を図りながら的確に対応

⑤香肌i侠県立自然公閣の寓永区の特別地域において「富永生態系維持回復事業協議会」を立ち上げ、後

れた自然の保全やさ色慾系の維持図復を推進、また、放J11自然環境保全地域において、放川生態系維持

回復事業計酒に基づき、地域住民、関係邸体、関係行政機関と遼携・協力して、地域の生態系の維持

回復を推進

⑦自然とのふれあいの場に対する県民の満足度を高めるため、自然公習施設毒事の適切な維持管現に努め

るとともに、災害や老朽化により補修が必要な施設を計額約に整備、また、関係機関と協力し、体験

イベント等の取組を推進
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②察内の希少野生動植物種の生息・生育状況を把握するため、 f三重県レッドデータブック」の改訂版を

発刊しました。また、重量かな自然環境を支える担い手づくりのため、子どもたちが参加する生物多様

性にかかる観察会を5回実施しました。また、集指定希少野生動植物穫の保全活動を5地域で行いま

した。さらに、外来生物対策として、外来穫の拡散防止の啓発ポスターを作成し県内の会小中学校、

高等学校へ配布するとともに、地域のイベント等に参加して普及啓発を図りました。皇室かな生物多様

性を保全するためには、子どもたちの白然への関心や生物多様性の理解を高めるとともに、集民 ・N

p O等団体・行政等が逮携し、自主的かつ積極的な取総を進めて行く必嬰があります。

③「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律JにJ基づき、狩猟免許試験を3回、狩猟免許更新講習を

13回実施しました。また、鳥獣保護員による狩猟等の取締りや指導を実施しました。今後も、狩猟お

よび有害捕獲の適正な実施および安全性を確保するとともに、狩猟免許所持者の確保に努める必婆が

あります。

④ニホンジカの推定さ主怠頭数については、「糞粒法勺による調査結果に捕獲E童数や狩猟における野生獣

の密撃情報等1i:加味して推定する fベイズ推定法jによる調査を実施しました。また、鳥獣の捕獲等

の一層の促進と捕獲等の担い手育成等を目的とした鳥獣保護法の改正に伴い、第 11次鳥獣保護事業計

画や特定鳥獣保護管壕計図（ニホンジカ、イノシシ、ニホンザ、ル）について、改定等を行いました。

この計画に2基づき、生患管理を適切に進めていく必要があります。

⑤野鳥における烏インフルエンザウイルスの保有状況調査（糞便調査）を4問実施しました。今後も、

死亡野鳥等にかかる高病原性鳥インフルエンザへの対応については、関係機関と連携し、情報等の共

有を図りながら的確に取り組む必要があります。

⑤香肌i疾猿立自然公園の特別地域！こ指定した松阪市富永区のトチノキ群落の樹勢毘復を進めるため、県、

市、地元住民、有識者等による富永生態系維持回復事業協議会を立ち上げました。今後！立、！南協議会

において活動内容等を協議しながら、継続約な生育調変や生育環境を改蕃するための間伐等を実施し

ていく必婆があります。また、放打｜自然環境保全地域でI立、紋J11生態系維持殴復事業計画に慕づき、

保全穫である告ナゴ類4穫、淡水二枚貝類7種の生息環境の回復を殴るため、大陸からの導入型コイ

や外来魚、の駆除を行いました。引き続き、地域住民、関係団体、関係行政機演と協力じて、保全穫の

生息環境の閥復に取り組むことが必要です。

⑦県民に安全で快適な環境を提供する中で自然とのふれあいを促進するため、県内7つの自然公豊富施設

について、市町等との維持管理契約を継続するとともに、災害や者朽化により補修が必要な7施設の

復旧を進めました。平成 16年度に甚大な被害を受けた大杉谷登山歩道については、平成25年度に全

線の復旧が完了し、平成26年度のシーズンには8,604名（前年の 3.6倍）の登山者が訪れました。ま

た、計画的な施設整備を進めるため、自然公園施設の整備計留を策定しました。今後！立、整備計習に

義づいて着実に施設の補修等を行い、利用者の満足度の向上に結びつけていくことが必要です。

⑧鳥羽市エコツーリズム推進協議会などに、市町や関係団体等とともに参爾し、自然公園等の地域資源

を活用したエコツーリズムの取組を推進しました。また、平成28年の伊勢志摩国立公言語指定70周年

に向けた準備委員会に参画し、記念事業等の準備を進めました。引き続き観光部局等と連携し、各種

イベントの開催や情報発信を行い、自然とのふれあいを促進する必要があります。

麟欝麟繍麟麟鱗鰯麟鶴麟麟麟麟鶴髄麟鰯鍵盤欝鱒鱒藤鱗離鶴麓盤麟
①三重県の豊かな自然が継承され、祭民が自然とのふれあいや地域への愛着を深めることができるよう、

農地豊山保全活動に取り組む障体の認定を行うとともに、認定団体による盟山整備やNp O等が行う

希少野生動植物種の密主的な保全活動を支援します。

0②「三重県レッドデ一安ブック」の改訂を踏まえ、生物多様性の保全上護委な地域における県指定希少

野生動編物種の生息・生育状況調査を継続的に進めるとともに、野生生物の保全に対する県民の理解

や活動を広めるため、引き続き子どもたちが参加する野生生物の銭祭会を行うほか、外来生物対策に

16 ( （ょ斗）



かかる普及務発、累~やN p O等団体と連携した県指定希少野生動植物穫の保全活動を実施します。

また、重量かな生物多様性の保全と持続可能な利用に向けた取組を進めていくための計画である fみえ

生物多様性推進プラン」の改定を進めます。

③わなによる狩猟および有害鳥獣捕獲の適正な実施および安全性を確保するため、狩猟者等が行う標識

の設霞等に対し支援を行います。また、引き続き、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図るため、鳥獣保

護員lこより、狩猟の取締りや指導を行います。さらに、捕獲者の増加を図るため、猟友会と連携し、

狩猟免許の取得促進に向けたPR等に取り組むとともに、 1守猟免許の更新を促進するため、免許更新

の案内通知の送付に取り組みます。

④鳥獣保護法の改正に伴い策定した鳥獣保護管浬事業計図に基づき、県による捕獲を実施します。また、

県による捕獲、市町が中心に行う有害鳥獣捕獲、各地域での狩猟による捕獲とを適切に組み合わせる

ことにより、増えすぎたこホンジカ等の生息数の減少につなげます。

⑤死亡塁手鳥等における高病原性鳥インフルエンザに関しては、菌、県、市町等の関係機関と連携し、情

報等の共有を叡りながら的確かつ迅速に対応します。

⑤香肌u決i巣立自然公薗における富永生態系維持白復事業では、トチノキの生育環境を改蕃するための筒

伐等について、察結時期や具体的な手j去を協議会において検討し、地域住民等と協力しながら適切に

進めます。また、鈴鹿国定公僚において、生態系の維持・回復を図るため、地元の市町やNp O法人

と協力しながら外来横物の駆除や在来植物の植栽等を進めます。さらに、紋Jllにおける生態系の維持

回復に向け、紋JII環境保全全｛本会議で協議するとともに、地域住民、関係団体、関係行政機関と協力

して、外来魚の駆徐に取り緩みます。

⑦利用者が安全・快適に自然公闘施設を利用できるよう、災害で被災した自然公園施設毒事の整備そ計溜

的に進めます。また、自然公慰施設や三室重県民の森、三重県上野森林公園などにおいて、施設の維持

管理を委託している市町等や指定管理者と連携し、県民が自然とふれあう機会の創出につながるよう、

魅力あるイベントの開催や情報発信などに取り総みます。

0⑧自然とのふれあいを促進するため、平成 28年の伊勢怠異事国立公爾指定 70.周年に向！？て、 f全国エコ

ツーリズム大会Jの誘致を進めるとともに、前年の平成 27年には、関係者と連携してプレイベント

や情報発信等を実施し、伊勢志摩国立公園の素晴らしい自然を活かしたエコツーリズムの取絡を推進

します。また、エコツーリズムの取組の舞台となる伊勢志摩地域の自然公属施設について整備を行い

ます。

＊「OJのついた項目！士、平成27年度に特にj主力するポイントを示しています。
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進幾度1 8 

＊ （ある程度進んだ）

/ l県民指標の交流人口l主目標伎を下回ったものの、前年度

！までの減少傾向から場加に転じたこと、基本事業の全て

判断渥由｜の項図で自標を達成していることから、「ある程度進ん

｜だj と判断しました。

【＊進湿度： A （進んだ）、 B （ある程度進んだ）、 c（あまヲ進まなかった）、 D （進まなかった）］

包標項隠 ｜農山漁村地域において、農山漁村の暮らしや食文化、農林水産業等を身近に体験することの
の説明 ｜できる主要な施設の利用者数

I ！.芝山漁村を振興していくためには地域に関わる人を増やしてい時必要があることから、農山
27年度国標 ｜ 

｜漁村地域の交流人口を現状値を起点として過去4年間の実績（約1%／年の増）の5害1j増し
値の考え方 I 

25401 安全・安

心な農山漁村づ

く甲（農林水産

部）

！になる毎年度 1.5%ずつ伸ばしていくことをめざして設定しました。

生活環境を

整備する農

山漁村集落

数（累計）
2集落

4集落

4集予審

18 l;;_(o) 

8集落 13集落

8集完喜 13集落

1. 00 



25402 獣警に 野生鳥獣に
、ゐ晶酬 写 I ，＿，.‘司J

1. 00 つよい農山漁村 よる農林水 ＼恒邑、’ ' ＆ー前『・s

821 701 629 I 

づくり（農林水 選被害金額 2百年万7度5円; 
(23百年万度円） (24百年万度円） (25百年万度円） 産部） (2 

25403 人や度
r いなか ／／  125件 140件 1701＇牛

業が元気な農山 1. 00 ビジネスj
漁村づくり（地 の取組数 108 {1牛 12511牛 140件 1581'牛
域連携部）

25404 農業の 農村の資源 460築港 500集落 500集第 I 500集落
多面的機能の維 保全活動対 1. 00 
持増進（農林水 象集落数 424集落 502集落 510集落 782集落
産昔日）

25405 水産業 藻場・子潟
273ha 278ha 284ha 290ha 

の多面的機能の 等の保全 1. 00 
維持増進（農林 活動対象 268ha 286ha 288ha 287ha 
水産部） 街積

（単位百万円）

予算額等 4, 480 3, 676 3, 477 

概算人件費 857 800 

（菌日鐙人員） (95人） (87人）

麟麟麟盤麟麟麟鱗麟鱗麟鱗鞠鱗麟鶴轍麟麟盤離盤麟麟議盤
①農山漁村の生活環境や生産基盤の機能向上に向けた、農道（5地区）、集落選路や用排水路などの地

域の総合整備（10地区）、農業集落排水施設（6地区）等の整備の実施

②農山漁村の豊かな地域資源を生かした都市との交流等を通じて地域の活生化や就業機会の拡大、所

得の向上を図る fいなかビジネス勺の創出と質的向上に向けた、交流アドバイザ一派遣や農村起業

安促進するコーディネ一世一育成講座（7月 24日～年間6回開催）、選択専門研修（おもてなし向

上、 トレンドセミナー、 SN S活用講~など）による取組の質的向上、さまざまな情報媒体を活用

した情報発信の実施、優良事例の水平展開を図るための三3重県グリーン・ツーリズム本ネットワーク

大会（9月11白～12臼〕ゃいなかビジネス実践者大会（10月21臼繍催）の開催

③市町、農協等と連携した「地域活性化プラン勺の策定地域の拡大（新規 51プラン、累計218プラ

ン）と継続約な実践支援、ビジネス指向の取組へ専門家を派遣し、取組のスタートアップを促す試

作・試行等を支援（新規33プラン、累計 126プラン）

④農業用水を活用した小水力発電本版設の導入に向け、中勢汚水地区において実施設計に基づく発言電施

設の繋備に着手、農業用水における発電量の賦存震調査結果をもとに、小水力発電の導入に向けた

マスタープランを作成

③「獣害対策に取り組む集落」づくりに向けた、座談会等による地域住民の意欲の醸成（22集落）と

集落リーダーの育成（指導者育成講座6回開催、 M;ベ 165名参加）、野生獣の追い払いなど地域ぐる

みの活動！こ対する支援（13市町）と侵入防止櫛の計E霊的な整備の推進（14市町218km（見込み））
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⑤特定鳥獣保護管理計画本（ニホンザ）［，） に基づく、ニホンザルの群れの加害レベルにJtじた、集落ぐ

るみでの追い払いや侵入防止榔の整備の推進と産学賞の連携による新たな大護婦獲技術の開発

⑦地域の捕獲力の強化に向！すた、 f獣害対策カルテJの活用による、共同捕獲隊や集落捕獲隊などの様

獲体申ljの整備に対する新たな支援（3市町）及び捕獲後の処分体制の構築等の支援に向けた焼却線

設や減量化施設の他県の活用状況調査と現地実誌（ 1箇所）の実施

⑧安全で高品質な築震の鹿肉や猪l為の安定的な供給を図るため、 rwみえジピエサ品質・衛生管理マニ

ユアルj を遵守した解体処迎施設の整備を推進

⑨安全性や品質が確保された嬢産の鹿内や猪肉を提供する販売事業者等であることを証明する fみえ

ジピエ登録制度つの普及、業穫を越えた事業者による意見交換や情報共有、商品の開発等による需

要喜拡大などを自的とする「みえジビヱ協議会（仮称）J設立の検討

⑬農地・農業用施設等の保全活動の取組拡大に向け今年度スタートした「日本型直接支払制度（多箇

的機能支払）Jの普及を限る説明会を開催（説明会開催53回、参加者約2,600人）、保全活動の地域

コミュニティ活動としての定着に向け、学校や自治会、 Np Oなどさまざまな主体の参闘を促進

⑪中山間地域等の農地の耕作放棄の妨止に向けた幾重量生産活動！こおける経費負担を軽減するための直

接支払いの実施や、地域の広域遼携による営農のサポート体時ljの構築に向けた事例報告会の開催（参

加者約80人）

⑫水産業の多面的機能の発揮に向けた地域や企業が主体となった芸員場・干潟等の保全・再生活動への

支援や民間主導！こより活動が持続的に発展していける体制の構築のための取組の実施

⑬子ども遣が農山漁村を体験するために必要な環境整備を行う団体等に対する支援として、体制整備

交付金の交付（ 7 組織）、意見交換会（4 月 17 臼）、体験指導者養成講~ (9 Fl 30日～10月38、2

月25日～26日）、安全管理講習会（6月初日）などの実施

⑬農山漁村地域の活性化に向けた、企業と農山漁村の双方！こメリットがある交流・協働活動の創出支

援として、リーフレット（2,000部）作成・配布や企業訪問（県内 15社）などの実施

麟欝麟 関露 関鐘麟離種議欝露韓関
①農業の生産性向上や農村地域の利便性・快適性向上を図るため、農遂（ 5地区）、幾重量用局排水路

などの地域の総合整備（10地区）、農業集落排水施設の整備（6地区）を進めています。引き続き、

関係機関・地元との連携・務整に努め、言十巨額約に毒事業を進めるとともに、農業集落排水施設につい

ては、「生活排水処理アクションプログラムJに基づき、市町との連携を図りながらま室備を進める

必要があります。

②「いなかビジネス」に取り組む団体は 18団体機加し 158悶体になるとともに、三重宝の塁ファン倶

楽部会員数は 585名増加し、 7,057名となりました。専門研修の実施！こより、取組初体の集客力向

上を支援するとともに、いなかビジネス実銭者大会等を開催し、実践者間等の連携を図りました。

「いなかビジネスJのさらなる拡大と集客力向上に向け、活動支媛とともに、取総包体のスキル向

上、企業等と連携した情報発信、大都市圏等でのPRなどが必要です。また、今後、農山漁村地域

においては高齢化及び人口減少が進んでいくため、移住者や地域外のコーディネー亨ーと住民を総

び、地域資源を活用した若者の定住や震活！こつながるビジネスを創出する必要があります。さらに、

本県が誇る豊かな自然の活用により交流を促進し、定住につなげていくことが必要です。

③「地域活性化プラン」については、前年度までの 167プランに加え、新たに 51プラン（累計 218

プラン）が策定されました。このうち、 33プラン（累計 126プラン）について、専門家を派遣しビジ

ネス展開に向けた試作、試行等の初期的な取組への支援を隣始したほか、新たに創出された商品等

の改良、販路拡大などの実践取組を支援しています。策定地域をさらに拡大するとともに、雇用創
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出力のある本格的なビジネスにつなげるため、地域資源を生かした事業展開を行う専門人材の育成

や、食品産業事業者等との逮携促進に取り組む必婆があります。

④農業用水を活用した小水力発電施設の導入に向け、中勢用水地区！こおいて発電施設の整備に藩手し

ました。これまでに実施した紙存重量調査の結果等を葵に、小水力発電に関するマス聖一プランを作

成するとともに、引き続き、小水力発言霊等の導入に向けた普及務発に取り組む必要があります。

⑤地域の獣苦害対策を担う人材の育成を行うため、集落座談会や指導者育成講座の開催などに取り絡ん

だ結果、獣望書対策に取り組む集落が新たに 22集落増え累計 273集落となりました。侵入紡.lt摘に

ついては、新たに 14市町で 218km（見込み）が整備され、整備実績は累計.22市町 2,036km （見込

み）となりました。県内で！立、依然として 800以上の集落で被害が発生しており、獣害対策に取り

総む集落を拡大していく必要があります。また、市町や生産者等から、集落ぐるみで行う野生獣の

追い払いなどの取紹への支援や侵入妨.lt柵の設鐙に向けた要望は依然多く、今後も百十磁的な支援が

必要です。

⑤本県のニホンザjしの農業被害金額は全国でも上位であり、特に深刻であることから、適正な捕獲を

促進していくため、民間企業と連携して開発したニホンザ、ルの大震捕獲技術（まる三重ホカクン＋

大量捕獲わな）の普及に取り組み、導入実績は4市町で4件となりました。今後、この大量捕獲技

術をさらに普及させるとともに、新たな捕獲技術について研究・開発を進めていくごとが必要です。

⑦地域の機獲力強化に向け、閣の鳥獣被害防止緊急檎獲等対策事業や累事業を活用して、市町等が行

う捕獲活動や各捕獲隊等の活動体制強化安支援しました。また、捕獲後の処分体銅jの構築に向け、

他県で導入されている焼却施設や微生物等を活用した減量化施設を調査し、有援と判断んた減量量化

装置の現地実証に取り組みました。今後、捕獲後の処分体制については、市町の捕獲等の状況！こ応

じて効果的な処分方法を検討し普及していく必要があります。また、より効果が期待できる様獲実

施場所の選定や持続可能な機獲体制jの整備、各種補助事業の活用などを盛り込んだ「捕獲促進プラ

ンjの作成を市町等に促しました。今後も、「獣害対策カルテJなどを活用し、市町の「捕獲促進

プランjの作成宏支援していく必要があります。

③県産の鹿肉や猪肉の利活用を促進するため、飲食店、流通事業者等を対象にげみえジビコニ』品質・

衛生管理マニュアル」に関する説明を行ったほか、生産された fみえジビエ」における食中毒菌等

のモニヲリング検査など、安全性や品質の確保に向けた取組を行いました。 fみえジビヱj の普及

に向け、安全性や品質の確保をさらに進めることが必要です。

⑨安全性や品質が確保された県主主の鹿肉や猪肉を取り扱う事業者であることを夜明する「みえジビエ

登録制度Jについて、 5月に第1号の毒事業者を登録し、平成 26年度末までに 25事業者 44施設を

登録しました。今後、さらに「みえジビエJの安全性や品質の確保を進めるとともに、「みえジピ

エ愛録制度」に基づく登録事業者を緩やし、「みえジピヱjの消費拡大を進める必要があります。

⑬農地・農業用施設・景観の保全活動の取組を拡大させるため、これまでの「農地・水保全管理支払J

1を拡充して、平成26年度に新しく創設された rs本型産接支払制度（多面的機能支払）」の普及魯

発を図る説明会の開催等に取り総んできたところ、取綴組織は 229総織増加し 546組織に、取組面

穣l立7,321ha 増加し 24,328haとなりました。取総が、学校や自治会、 Np Oなどさまぎまな主体

が参加する保全活動として持続的に発展していくよう、地域の人材育成や持続的に活動を支える体

制づくりを進め、地域コミュニティ活動として定着させていく必要があります。

⑪中山間地域等における農業生産活動を支援する「中山間地域等夜接支払制度j を通じ、 230集落

1, 697haの農地において、耕作の継続により多面的機能の維持が図られています。平成27年度から

第四期対策がスタートし、超急傾斜地及び広域の集落協定を対象に加算措霞が拡充されたことから、

制度の周知を図るとともに、高齢化の進んだ条件不幸lj地域において、将来にわたって営震が継続で
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きる体制を霊童備する必婆があります。

⑫水産業の多街約機能の維持増進！こ向iす、 15市町の 33総織（沿海25、内；］＜街8）が藻場・干潟の保

全や、内水面域の環境保全などの活動に取り組みました。 8月に県内3箆所、 2月に察内 1笛所で

研修会を開催し、組織間の情報共有や交流を促進するとともに、他県の復良事例や技術水準の向上

に係る情報提供を行いました。得られた情報を活用することで、取組内容の充実を図るとともに、

各活動組織が継続的かつ発展的に取組を推進できるよう地域の活動として定義させていく必婆が

あります。

⑬子ども・学生のグループによる農山漁村地域でのふるさと体験活動を推進するため、受入地域の意

見交換会や、受入体制豊富備！こ必要な経費に対する助成、安全管理講習会、体験指導者育成研修の開

催などにより、受入｛本市jの整備を進めました。現役、 11組織で取組を進めており、今後、受入の拡

大に向け、学校関係者等へ広く PRしていく必要があります。

⑬農山漁村地域の活性化に向！？た、企業と農山漁村の双方にメリットがある交流・協働活動の創出をめざ

して、リーフレツトの配布、ホームページを還した情報発僑や祭内取組事例の紹介、個別企業を訪問し

ての夜接提案などに取り組んだところ、企業と農山漁村が連携した活動を行う地域が6地域まで増えま

した。今後、フォーラムの開催や俗別企業の訪問、各種媒体などを遇した情報発信のほか、 E霊山漁村側

の受入を進めるコーディネート人材の育成を強化し、取級事例の拡大を図っていく必要があります。

離櫨離職鱗麟鱗麟鞠翻麟麟麟鰯轍麟鱒鱗鶴鱗麟鱗鱗麟轍麟轍翻
①農業の生産性向上や農村地域の手ljj便性・快適性向上を殴るため、関係機関・地元との連携・調整に

努め、主主E主義援や生活苦苦境のま装備を進めます。平成27年度に事業完了を予定している農道1地区、

総合整備2地区、農業集蒸排水施設4地主互について、着実に事業を推進します。また、農業農村整

備を着実に進めていくため、中長期的な指針として、「三重重県農業農村整備計翻（仮称）Jを策定し

ます。

0②人口減少下にある農山漁村において、地域資源の活用による新たな援用の創出と移住の促進につな

げるため、各地域の課題に応じ、総合的に支援を展開するプロジェクトのあり方について検討を進

めるほか、「ええとこゃんか三蓑移住相談センター」との連携により、本県の農山漁村の店主力発信

や起業講座の繍催に取り組みます。また、農山漁村における多様な取組の活性化を図るため、いな

かビジネス取組担体やコーディネ－'.;Iーをネットワーク化、グループ化しノウハウや優良事例の水

平展開を図るとともに、集客力の向上に向け、企業等と連携した情報発信や大都市関へのPRの強

化などに取り組みます。

0③本県の量豊かな自然を生かした交流の促進に向lす、意見交換などを通じて地域で活動する団体・施設

や市町等との連携を強化します。また、教青やアウトドアに関連する事業者のノウハウなどを活用

して、集内の「自然体験プログラム」をより魅力的なものにブラッシユアップするとともに、アウ

トドア！こ関透する情報誌やイベント等を活用して県内外へ積極的に情報発信していきます。

④ F地域活性化プランjについては、農業者の意欲醸成を図りつつ、策定地域の拡大と継続的な実践

支援に取り組みます。また、販路開拓等へ向けて、展示・商談会等への参加促進や、 6次産業化事

業等の活用誘導など、ビジネス展開に向けた意欲醸成を進めるとともに、就業機会を創出する本格

的なビジネス化をめざして、農山漁村における新規ビジネス創出人材の育成や、食品関連事業考等

異議量穣からの提案に対応できる産地づくりなどを積極的に支援します0

⑤中勢煎水地区において、平成 27年度末の発電梼始に向iナ、発電施設の整備を進めます。また、小

水力発電に関するマスタープランを基に、農業用水施設等を？活用した小水力発電等の導入に向けた

普及啓発に取り紹みます。
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0⑥獣著書対策！こ取り絶む集落を拡大するため、引き続き、集港の実態調査や疫談会等を実施しながら、

集溶住民の機運の醸成や集落リーダ←の育成に取り組むとともに、侵入防止柵の計酒的な整備を促

進します。

0⑦ニホンザルの対策に早急に取り総むため、特定鳥獣保護管理計爾（ニホンザル）に基づき、集落が

実施する総合約なサル対策活動を支援するとともに、ニホンザルに効果の高い多獣穫に対応する侵

入紡止欄やニホンザルの接近情報に基づく追い払い対策の普及、これまでに開発した大譲捕獲技術

を活用した適正な捕獲などにより被害を減少させます。また、 Gp S機器＊を用いた正確な位震情

報の把握による防除技術や超大型捕獲おりによる多額群の効率的な捕獲技術の開発・実証に取り総

み、被害の減少につなげます。

0③市町等が行う捕獲活動や各捕獲隊等の活動体制強化の支援を継続するとともに、野生鳥獣の捕獲位

置や頭数、被害状況などをGI S ＊で一元的に表示する「獣察情報マップ」を作成します。また、

このマップを活用して市町の f捕獲促進プランj作成等を支援することにより、地域繍獲カのさら

なる強化に取り組みます。さらに、捕獲後の処分体制について、市町や企業等と連携して行った現

地笑証の結果も踏まえ、効果的な技術の確立と普及につなげていきます。

⑨安全で高品質な fみえジピエjの安定的な供給を留るため、「『みえジピエ』品質・衛生管理マニュ

アルj を遵守した解体処理施設の整備等を引き続き推進します。

⑬安全性や品質が確保された県産の鹿肉や猪肉を取り扱う毒事業者であることを証明する fみえジピエ

登録制度jの普及軍事発を行い、登録事業者を増やすとともに、ビジネス展開を視野にいれた「みえ

ジビエ推進協議会（仮称）Jの設立に対する支援に取り総むことなどにより、「みえジピエJの利用

拡大につなげていきます。

0⑪平成27年度から、「B本裂直接支払制度（多li!ii的機能支払）」が法律！こ基づいた安定的な制度となる

ことから、引き続き、取組の拡大を推進するとともに、これらの活動を地域の子どもたちゃ若者が

参加する地域コミュニティ活動として定着させていくため、学校や自治会、 Np Oなどへの穣極的

な働きかけを透じてさまざまな主体の参衝を促進します。

⑫「中山間地域等直接支払制度jについては、第四期対策に円滑に移行で、きるよう、市町や集落等へ

の制度の周知を徹底するとともに、営農の維持が困難な集落については、拡充された加算措置の活

用促進や農地中間管理事業などとの遼携により、将来にわたって営農が可能な体制の整備に取り組

みます。

⑬水産業の多面的機能の維持増進につながる取組を進展させるため、引き続き、研修会や成果報告会

を通じ、活動組織問の情報共有や交流を促進します。また、活動組織に対し、取組のレベルアップ

に向けた情報提供や助言を行うとともに、語草場造成などハード事業との連携を図ることで、活動内

容の充実につなげていきます。

⑪子ども・学生のグ、ループによる農山漁村地域でのふるさと体験活動を推進するため、グリーン・ツ

ーリズムインストラクターの養成、農林漁業体験民宿の開業支援及び学校等へのPRIこ穣極的に取

り組みます。

⑮農山漁村地域の活性化に向けた、企業と農山漁村の双方にメリットがある交流・協働活動の創出を

めざして、イベントやりーフレット、ホームページなどを通した情報発信のほか、個別企業訪問に

より働きかけを強化するとともに、農山漁村側の受入コーディネート人材の育成を進め、県内での

連携活動事例の拡大につなげていきます。

* roJのついた項目は、平成27年度に特！こj主力するポイントを示しています。
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【＊進展13!' A （進んだ）、 B （ある程度進んだ）、 c（あまり進まなかった）、 D （進まなかった）］

自標項目 I I 1黒産の農林水援物に対して、満足していると隠答した県内消愛者の割合
の説明 ｜ 

., fもうかる農林水産業jの実現に向けては、多くの消費者が県産農林水康物等に対して満足
27年度毘擦 I iしている状態となることが求められることから、 10年後に6割程度の消費者満足疫をめざす
値の考え方 ｜ 

I t宇で、平成27年度の図擦を 40%とすることとして設定しました。

31101 新たなど

ジネス創出に向け

た基盤づくり

（農林水産部）

農林水産資源を高

付加価値化するプ

ロジェクトの章j仕i

数（累計）
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31102 農濠産投 農畜~技術の務 25件 50件 75件
術の研究開発と 発成果が活用さ 1. 00 
移転 れた商品等の数

25件 50件 751，牛（農林水産部） （累計）

31103 林業・森
林業の研究成巣 5 ｛＇牛 10件 15件 20件林づくりを支え

る技術の開発と
が活用された隠 1. 00 
品および技術の

移転
数（累計） 5 イ牛 11件 16 ｛キ

（農林水産部）

31104 水産技術
水産技術の関発 5件 15件 25件 35件

の研究開発と移部
成果が活用され 1. 00 

転（農林水産 ） 
た高品等の数

9件 17件 28件（累計）

31105 県民の皆
8密 8白 8 IEl 8閉

さんと農林水産 企業との遼携に
業の支え合う関 よる食予著書事のP 1. 00 
係づくり R思数 11包 11回 12回
（農林水産部）

（単位：百万円）

陥2幽留轟鼠“ 醐幽酬舵醐蹴3遜織機器額約iiI~ F噌髄蝿鑓総務

予算額等 927 801 721 

概算人件費 1, 785 1. 830 

（配震人員） (198人） (199入）
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⑦農業生産の効率化技術や実需者が求める食味等を実現するための環境制御技術、音震の生産性を向

上させるための飼料給与技術など、農業・畜葱研究所における生産現場の課題解決に向けた技術の

開発や移転を図るための取組の実施

③林業研究所における先進的な森林管理システムの開発、新たなきのこ栽培などの技術喜再発やニホン

ジカによる食寮防除に関する調査研究、こうした技術の林業者等への移転及び高品化の推進

⑨水産研究所における真珠やイセエピ、の生産効率の向上に向けた技術開発、放流技術・養殖技術など

の漁業生産技術や水獲物の付加価値の向上に向けた技術などの開発、こうした技術の漁業者等への

移転及び低未利用水産資源を活用した新たな商品の開発

⑬E草地情報、句に応じた食品の良さやおいしさ、機能性や環境保全等に関する情報などを「みえ泌物

一番jキャンペーン＊等の活動を通じて発信することによる食育・地産地消運動の展開

⑪学校給食において熊産食材の活用を拡大するための給食現場のニーズに対応した県産食材の供給

体制iの構築、食材加工や商品開発の推進

⑫ fみえの安全・安心農業」の定鷲に向iす、 I PM （病害害虫と雑草の総合的管理）や有機農業など幼

球温暖化妨止にも効果が高い営農活動等を行う農業者に対する支援

⑬産学官のさまざまな主体の知識や技術等を結集した新たな商品開発、生産体制の強化、販路の確立

等の推進

麟麟麟 轍 轍 鞠 鱗 欝 欝麟謹麟欝盤機購騒騒纏鱗鱗麟
①みえフードイノベーション・ネットワーク会員数iま356者（平成 27年3月末）となるとともに、

プロジェクト活動への支援により、低リン米や亀山ラーメンの即席カップ麺等 15の新商品等が生

み出きれるなど、民生産農林水産物の高付加価値化が進みました。また、三重県6次産業化サポート

センターによるプランナ一等の派遼や6次産業化研修などを通じて意欲ある生渡者等への支援を

進めました。農林水産物の言寄付加価億化に向け、意欲ある生産者と食品関係会業、研究機関などと

の遼携fをさらに強化することで、各主体の役割や機能をさらに発擦できるようにしていく必要があ

ります。

②食には、安全をベースにして、食妹、機能性といった価値が求められています。また、進展する i

c Tやビッグデータ＊の収集・分析技術を生かすことで、生産技術や流通システムの革新、農林水

産物のさらなる言寄付加錨値化が期待されます。こうした ICTやビッグデー告の活用とともに、県

度農林水産物が有する機能性などに着目して、生産者をはじめ、食に関係する事業者などの有機的

な連結やそれぞれの役割・機能の発揮を｛廷し、新たな価値の創出につなげていくことが必要です。

③三重ブランドについては、新規認定品目として、「岩がきJで1事業者を、また既認定品目の追加

認定として、「伊勢茶Jで1事業者を認定し、平成27年3月末で計 15品目、 38事業者となりまし

た。今後も三君主ブランド認定をめざす事業者の育成にI向け、支援対象となった事業者の実施計図に

基づく取絡に対し、情報提供や助言言などを進めていく必要があります。

④みえセレクションについては、 8月と 1月に選定を行い、合計 27品目を選定しました。また、事

業者の商品力、営業力向上に向けた、フードコミュニケーションプロジェクト＊集中研修を、 12事

業者を対象に実施しました。今後も、選定品数の増加を図るとともに、事業者の荷品力・営業カの

向上に向iすた取組を促進することが必要です。

⑤県産農林水産物等の輸出を促進するため、三重霊媒農林水産物・食品輸出促進協議会会員に対して輪

出に向けた商品登録を促すとともに、平成 26年度に実施した台湾、タイでの物産展等においてバ

イヤーに商品提案を行いました。また、 6月に台湾で行われた国際見本市に出展し事業者の販路開

拓を支援するとともに、輸出に向けた基礎知識の習得を呂的としたハラル研修会やジェトロ三重の

、
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アドバイザーによる個別相談会、台湾・タイの三重県物産展来場者へのニーズ調査などを実施しま

した。今後！立、これまでの物E華麗等における消費者へのこーズ調査やPRといったBtoCの敬絶か

ら商談会の罪者催や見本市への出皇室などによって商談機会を創出し販路開拓につなげるBtoBの取

組に重点を移していく必要があります。また、事業者の輸出に関する知識向上等を図っていく必婆

があります。

⑥農業研究所では、稜子繁殖裂イチゴ品種や高糖度な中晩主主力ンキツ品穫を育成しました。また、 I 

c Tを活用したカンキツの高品質安定栽培技術や骨粗怒疲・慢性腎不全等に対応した機能性農産物

の開発を進めました。捲物工場では、トマトの夏期高温対策やイチゴの長期収穫の実証研究を行う

とともに、 IC Tを活用しトマト生産情報を農家が共有できるイ土組みを構築しました。作物の病寄

i坊除では、本県育種の水稲品穣「みえのゆめjにごま業給病祇抗性を持つ系統を作出したほか、キ

ャベツの椴こぶ病妨除技術を開発しました。今後も、生産現場の課題に応じて計扇約に研究を行う

とともに、開発した商品や技術については円滑に農業者等へ技術移転していくことが必要です。

⑦苦言産研究所では、ブランドカのある蜜産物の生産に向け、肉用牛における飼料用米給与技術の篠立

や地域特産農援物の給自耳による地鶏や豚肉の生産技術を開発するとともに、朝挽き鶏肉の食味及び

肉質の優位性を明らかにしました。また、畜産の安定経営に向lす、受精卵移様技術を用いた和牛子

牛生産について、受精卵の受胎率向上に向けた技術館発を行うとともに、豚の暑熱対策！ニ向lすた配

合飼料の商品化や水田フル活用による飼料用穏などの生産と乳牛への給与技術の照発を行いまし

た。今後も引き続き、県産苦言援物の高付加鏑傾化に向！す、機能性などの付与、鶏肉の議鮮度流通シ

ステムの銅発を進めるとともに、生産性の向上に向It、受精卵移槙技術における受胎率向上などに

取り組むJ必要があります。

③林業研究所では、未利用森林資源の利用促進を目的とした新たな森林管理システム「e-forestJの

開発やニホンジカの効果的な捕獲技術、害事林コストの低減に向けた低密度植栽技術や効率的な木材

乾燥技術の開発などに取り絡みました。今後は、平成 25年度にさを留で初めて子実体の発生に成功

したオオイチョウタケの人工栽策技術を確立するとともに、現場との連携をより密にしながら、多

様化するニーズに対応した技術の開発や生産者への移転を促進する必要があります。

⑨水産研究所では、高品質な白色系真珠を作るアコヤガイの選抜育穫、高品質マハタ穣苗の生産性向

上技術の開発、ヒロメや色落ち J') ＊など低利用資源を活用した商品の潤発に取り組みました。今

後、県産水産物の高付加儲値化に向けて、さらなる環境対応裂の罪悪ノリ新品種の開発や高品質真珠

を効率的に生産する技術の濁発が必要です。

⑬三重県フェアの開催にあわせ、 fみえ地物一番jキャンペーンを効巣的に進めており、平成26年度

！立、尾鷲生マグロや熊野地鶏の言語現実演など実施してきました。また、「人と自然にやさしいみえ

の安心食材表示制度Jでは、化学合成農薬と化学肥料を低減した裁培慕準等に基づいて生産されて

いる農林蕩産物の愛録者数が 668者、登録件数が 989件（平成 27年3月末）となりました。引き

続き、県産品の効果的な情報発信を行うとともに、県産品に対する消費者の購賀意欲の醸成につな

がる、環境づくりに取り組む必要があります。

⑪給食食材の需要と供給の双方の関係者による f地場産品導入促進検討会」を設置し、地域食材を使

った商品開発を推進してきたところ、学校のニーズに応えた水産加工品「するめいか短冊（冷凍）J

を開発しました。学校給食への県産食材の幸lj用拡大のため、引き続き、学校給食向けの商品開発を

進める1必要があります。

⑫日本君主直接支払制度（環境保全型農業直接支援対策）を汚潟し、 I PM （病害虫と雑筆の総合的管

理）や有機農業など地球温緩化防止にも効果の高い営農活動等（52件、 225ha）を支援しました。

平成27年度から制度が一部変更されることから、新制度への円滑な移行を図る必要があります。

27 (2)f) 





⑫日本製直接支払制度（環境保全型農業復接支援対策）を活用し、 I PM C病害虫と雑草の総合的管

理）や有機農業など、生物多様性保全や地球混暖化防止等に効果の高い営農活動等を支援します。

また、新制度に基づいた取組が進むよう、市町と逮携し、生産者への制度の恩知に取り組みます。

* ro1のついた項目は、平成27年度に特に主主力するポイントを示しています。
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日

* （ある程度進んだ）

《・＂ I県民指標目標億を下回りましたが、園芸産地の形成な

判断理由 iど活動指標の3項医で日擦を遼成していることから、「あ

iる程度進んだ」と判断しました。

｛＊進展度： A （進んだ）、 B （ある程度進んだ）、 c（あまり進まなかった）、 D （進まなかった）｝

食料自給率（カ
ロリーベース）

密襟項忌
の説明

45% 
(25年度）

0. 96 

県民の皆さんが食料として消費する農水産物のうち県内農水産物により供給が可能な割合

27年度目標 ｜本爆の食料自給力の向上に向けて食料自給率引覧（平成33年度）をめざしていることから、そ
伎の考え方 ｜の遼成に向けた農産物等の作付見通しに基づいて設定しました。

31201 水田農

業の推進
（農林水産部）

30 （け今）



新たな視点の
5 il霊地 10産地 15産地31202 園芸等 産地展開に挑

産地形成の促進 戦する闘芸等 1. 00 
（農林水産部） 産地土着加数

（累計）
5産地 10 jj草地 15産地

14. 0覧
／／  

13. 8時 13. 9出
31203 2著産業 近i燐府県の畜 (23年度） (24年度） (25年度） I 1. 00 の健全な発展 産産出額に占

13. 7覧 14. 4出 14. 6拡 14. 8出i
（農林水産部） める割合 ＂、r、.官時開4甲骨、 (23年度） (24年度） (25年度）

／／  
2 410 2, 475 2, 540 2, 610 31204 多様な 農業経営体数

経営体 経営体 経営体 経営体
農業経営体の縫 （認定農業者 0. 94 
保・育成 ぺ集落営農紐 2,346 2 306 2, 335 2, 385 
（農林水産部） 織等〉

経営体 経営体 経営体 経営体

31205 農業生 基盤整備涛み
／／  36. 9目 41. 8見 50. 0拡

援基盤の5華僑 農地における
I 1. 00 

保全 担い手への集
33. 4覧 38. 0覧 45. 9出 48. 2出（農林水産部） 積率

' 
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⑬高病原性鳥インフルヱンザ、の防疫体制の強化に向けた、対策・対応マニュアルの見直しと防疫；演習

会の開催（27IBD、口蹄疫の初動防疫を適切に行うための実働演習の実施（ 1図）、家畜伝染病の発

生予防、予察及びまん延防止に向けた農家巡包指導の笑施

⑪市町、農協等と連携した「地域活性化プラン勺の策定地域の拡大（新規51プラン、累計 218プラ

ン〕と継続的な実践支援、ビジネス指向の取組へ専門家を派遣し、取組のスタートアップを促す試

作・試行等を支援（新規33プラン、累計 126プラン）

⑫援い手への農地集積の促進と耕作放棄の朱然防止に向けた、集怒単位での f人・農地プランつの作

成の推進と多様な農業経営体を育成するための集落営農組織等の確立、法人化、多角化の促進

⑬担い手への農地集積の加速化に向けた、農地中間管理機構キによる受け手の公募（2図、延べ 729

名）と集落の合意形成に基づく出し手と受け手のマッチングの実施

⑬農業及び農村における男女共同参麗促進に向けた、女性登用や女性起業家の育成等を進める取綴の

実施、農業者が男女ともに仕事と子育て等を両立できる環境の繋備に向けた実践推進フォーラムの

開催やモデル地域におけるワークショップ（ 3地域）の実施

⑬マーケティングスキルに後れ、付加価値の高い農産物生産等を実践できる農業者の育成に向けた農

業大学校における研修の実施（ 5講座告書議、 28経営体、 32名参加）

⑬「三三重重県農林漁業就業・就職フェア」の開催や青年就農給付金の給付（準備型 31名、経営開始裂

114名〉、 fみえの就農サポートリーダー制度jによる支援（8市町、 21名対象）など、新規就農者

や企業など多様な担い手の確保・定着を図る取総の笑施

⑪農福連携による隙がい者の農業への参国を促す取組の実施

⑬生産コストの低減と農業経営体への農地集穣を図るためのき十磁的な生産慕控室の整備（Iま場整備（4

地区）、パイプライン化（9地区））、農業用施設の長寿命化のための機能保全対策の実施（ 6地区）

⑬平成25年の台風 18号や平成26年の台風 11号、大雪により被害寄安受けた農地や農業用施設等の思

務復旧に向けた取組の実施

麟麟鶴麟麟融機鱗鵜鱗轍轍鶴機購鱗麟麟鱗麟離鱗麟離醸麟欝欝
① f三霊祭食をt設う農業及び農村の活性化に関する条01JJIこ基づき策定した基本計imlについて、平成

25年度の取組状況や成果をとりまとめ、実施状況報告書書として公表しました。食料・農業・農村

基本計額の晃蓬しなど留の農政改議の動向を把握するとともに、農業現場の課題を分析し、 i顕室、

協策に反映させていく必婆があります。

②水問活用作物の需要にftじた安定生産を図るため、 29市町でわjく包フル活用ビジョンつが策定さ

れ、君主・大豆・飼料用作物等の生産拡大を地域農業再生協議会と連携して進めました。また、思の

米政策の見獲しに対応するため、三重霊祭農業再生協議会にワーキンググループを設霞し、生産者と

集荷業者等が自ら需給調整に取り組める環境の整備に向けた検討を開始するとともに、県産米の消

費拡大を図る PRに取り組みました。全国的に米価が低迷していることから、県内各地の米の強み

と消費者のニーズをふまえた商品開発を行い、新たな販路の開拓につなげていく必要があります。

③米の品質向上に向けて技術指導を徹底しましたが、日照不足の影響もあり一等米比率は38.0%（速

報値）となり、全国平均の 81.2% （速報値）を下回っています。また、一等米比率の高い累育成

新品種「三重23号（結びの神）」の導入を進め、生産面積！ま約 107ha（対前年30ha増）、販売店は

191 I者銭（対前年 37店舗増）と拡大しました。一等米比率の向上に向け、引き続き、品質向上の

ための技術対策の推進及び「結びの神jの生産拡大と知名度向上に取り紹むとともに、特に大規模

な7)<.EB経営体における栽培技術を改善していく必要があります。
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④小麦の増産に向！ナ、生産性の高い fあやひかりjへの作付転換や収量向上に向けた技術指導の徹底

！こ敬り組み、収量iま347kg/10a（前年対比 122%）、生産震は 20,900t （前年対比 129%）と大幅に

増加しました。本県産小愛の需要！立高いことから、引き続き、増療を進める必要があります。また、

パンなどの用途にi醸した硬質品種についても、製粉事業者と遼携し、加工特性に優れた品種への転

換を進める必婆があります。一方、大豆については、大豆 300A技術の導入が進み、播Z童話室後の低

収婆図は改善されたものの、気象による影饗をき是iす収量まが安定していないことから、収支量安定化技

術の導入を進める必要があります。

⑤野菜や巣樹について、産地改革計題等を策定している産地への支援として、野菜の価格安定対策、

果樹の高品質生産技術等の導入などを進めました。また、茶・花木中心経営からの転換による新た

な野菜産地（白菜、自ねぎ）の育成や「なItなJの君主務用需要の罰拓などの取組を進めました。野

菜については、拡大している加工・業務用需要に対応できる産地の育成が課題です。巣樹について

は、告イへの試験輸出で高評織を得ている柑橘及び柿の輸出拡大と定潜在図る必要があります。

⑥茶生渡の高品質・高付加｛制度化に向け、茶業団体と連携しながら老齢茶閣の改橋（20.1 ha）や茶

品評会への出品、紅茶の磁晶化等に取り組んできたところ、伊勢茶の生産者1件が新たに三重宝ブ

ランドに認定されたほか、新たに亀山紅茶が菊品化されました。茶！土全国的に供給過剰であるこ

とから、輸出も見据えた売れる茶づくりに向け、食品関連事業者からのこーズに応じた農業生産

エ稜管理（GAPつの第三者認誌の取得や輸出環境の護備を進める必婆があります。また、花き・

1古木の販路開拓及び消費拡大に向け、商談会への出展促進（4卒業者が参加）やバイヤ一等を対

象にしたさ佐渡者のほ場見学会（9社が参加）、花育（保管所での体験教護等 37呂、延べ 960名参

加）などの消愛推進活動を展開しました。今後も、実需者ニーズを捉え、新規需要を開拓してい

く必要があります。

⑦祭産牛肉の海外輸出を促進するため、三重県農林水産物・食品輸出促進協議会の畜産部会と連携し、

米国における市場競査や米国人バイヤ…等の察内生産現場への招へい等を通じて、商談機会の創出

！こ取り組んだところ、米国2社との取引が始まったほか、複数の商談が継続しています。今後、米

国への輸出を軌遂に乗せるためのフォローアップに敬り組むとともに、国が輸出最重点僚に伎置付

けている新興市場に対する輸出機会を創出していく必要があります。

③受精卵移植技術を活用した和牛子牛生産による酪農経営の多角化に向け、受精卵移檎に衡する技術

者（ 5名）及び和牛子牛育成指導者（7名）を養成するとともに、受精卵の受胎率向上に向けた技

術（凍結技術等）の関発と現地実証（酪農家21戸、 105頭） Iこ取り組んだところ、受日台率は 34.3% 

（対前年 21.3%増〉となり大幅に改善されました。また、と畜当日に店頭販売を行う f朝挽き鶏

肉jの食味優位性を明らかにするとともに、食品残澄（不用乳等）を活用した低コスト養豚飼育技

術の開発を進めています。開発した技術を農家や流通事業者等に円滑に移転していくとともに、翰’

入飼料倣絡が高｛穫で推移する中、飼料費の低減及び畜康物のE寄付加価値化に向け、飼料用米など県

内産飼料の生産・利用拡大を図る必要があります。

⑨農場HACC Pの概念を取り入れた養豚・養鶏農場における生産衛生管理の推進に向iす、専門講習

会への派遣による農場指導員の育成や取組意欲の醸成を図る講演会の開催などに取り絡み、養鶏農

場2農場をモデル農場として選定しました。今後、農場HACC Pの認証取得に意欲的な農家への

支援を強化する必要があります。

⑬高病原俊鳥インフルヱンザの妨疫体制を強化するため、対策・対応マニュアルをより実践的な内容

に見直しました。また、口蹄疫の初動妨疫を適切に行うため、実働演習を開催し関係者の理解を深

めました。特定家畜疾病の監視体制を継続するとともに、妨疫措震が円滑に機能するよう、関係機

関や関係業者、生産者との遼携を強化していく必要があります。さを図的な発生となった豚流行性下
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病（ PED）＊については、消毒を中心とした防疫対策を展開し早期沈静化に努めました。今後も

再発防止に向！す、農家指導を徹底する必要があります。

⑪「地域活性化プランJについては、前年度までの 167プランに加え、新たに 51プラン（累計 218

プラン）が策定されました。このうち、 33プラン（繁計 126プラン）について、専門家を派遣しビ

ジネス展開に向けた試作、試行等の初期的な取組への支援を開始したほか、新たに創出された商品

等の改良、販路拡大などの実践取組を支援しています。策定地域をさらに拡大するとともに、建用

創出力のある本格的なビジネスにつなげるため、地域資源をさ主かした害事業展開を行う専門人材の育

成や、食品産業事業者等との連携促進に取り総む必婆があります。

⑫担い手への農地集積の促進と耕作放棄の未然紡止に向け、市町へのアドバイス等を通じて、集落単

位での「人・農地プランjの作成を推進し、 29市町において 224プラン（対前年52プラン治）が

作成されました。中山間地域を中心に担い手不在集議が増えていることから、集落営農組織の設立

や担い手を受け入れる機運の醸成を図るため、地域の話し合いや合意形成を促す必要があります。

⑬三重祭農地中間管濯機構として指定した三重霊祭農林水産支援センターにおいて、受け手の公募を5

丹、 7丹、 10月に実施し、延べ 729iの受け手から農地を倦り受けたいとする応募がありました。

また、受け手に貸し出す農地をまとめるため、農地の出し手となる集落の話し合いを促すとともに、

集落における農地の貸し儀り等の状況が－Elでわかるよう、農地利用殴の作成を進めました。さら

に、受け手への農地集積が促進されるよう、農地利用図に基づき、出し手と受け手のマッチング等

を進めたところ、農地中間管理事業による農地黛付Itの実績は 78.Shaとなりました。農地集積の

加速化に向け、集落の合意形成を促進する必要があります。

⑬農業及び農村における男女共i可参闘を進めるため、農村女性アドバイザー研修会や6次産業化＊研

修会などにより、女性起業家の能力開発支援に取り級むとともに、農業委員への女性登用を推進し

たところ、農業委員への女性登用実績は66名（対前年 10名増）となりました。また、農業者が男

女ともに仕事と子育て等を両立していける潔撲の整儀！こ向け、農業者団体等との逮携により、効果

的な活動方策の検討を行っています。検討結果などを踏まえ、農業・農村における就業環境の改養

に向けた農業者等の意識の君事成や自発的な取組の展開につなげていく！！？；要があります。

⑬農業大学校における農業者のマーケティングスキル向上に向けた研修講座については、商談会シー

トの作成実緩が延ベヰ7件（平成26年度新規 24件）、マッチングイベントへの参加実績が延べ 53

件（平成26年度新規28件）となり、実践力向上の成果が克られました。さらに受講者を拡大する

とともに、 6次産業化の事業化！こ向け、研修終了後も継続的な支援に取り組む必要があります。

⑬新規就農者の確保・定着に向け、「三E重県農林漁業就業・就職フェアjの開催、「みえの就農サボー

トリーダー制度jによる支援（累計で 10市町、 32名対象）、青年就農給付金の給付（準備型 31名、

経営開始型 114名）などに取り総み、新規就農実績は 135名となりました。新規就E章者のラち約8

習lが非農家出身で、県外からの参入者も約3審lを占めていることから、効率的な技術習得や、市町

と連携して農地・住腐を確保しやすい環境を整えることが課題です。また、企業の農業参入の促進

に向け、建設業及び食品製造業約900社を対象に農業参入に関する意向調査を実施しており、今後、

この結果を踏まえ、地域とのマッチングを図る必要があります。

⑫福t.tl:事業所の支援員向iすの公罪悪講疫の新設や特別支援学校における農業基礎技術の習得に向けた

就労前支援の実施などにより、農業の知識や技術を有する福祉指導者の確保・育成、農業経営体へ

の障がい者の就労促進に取り組んでいます。これまでの取組により、農業参入した箔祉事業所は

33件（平成26年度新規4件）、農業分野における障がい者就労人数は478名（対前年49名増）と

増加しているほか、レストラン経営など6次産業化に取り組む事例も生まれています。障がい者就

労のさらなる拡大に向け、参入した福祉事業所の農業経営を安定させるとともに、引き続き農業経
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営体の障がい者就労に対する意識の向上を殴る必要があります。

⑬営農の低コスト化、高度化等を図るため、ほ場繋備（4地区）やパイプライン化（ 9地区）に取り

組み、 3地区でパイプライン化が完了しました。また、用水路など農業用施設の老朽化が進む中、

長寿命イじのための機能保全対策（6地区）を実施しました。農業の生産性向上を殴るため、計画的

に農業基盤の整備や長寿命化のための機能保全対策を進める必要があります。また、想定される大

規模災害害！こ備え、被災農地の早期復旧と営農再開に繋がる体制整備や対策を犠築する必要がありま

す。

⑬市町等と逮携して、平成25年の台風 18号及び平成26年の大雪により被害警を受けた農地や農業用

線設、関芸ハウス等の復旧！こ取り組み、すべての箇所で事業が完了しました。今後、平成26年の

台風 11号等により被害を受けた農地や農業用施設の迅速な復旧に取り組む必要があります。

離璽麟欝離麟欝麟鞠麟麟麟麟鱒麟欝麟機購麟麟難鞠騒纏鱗纏震覇
① f三重県食を担う農業及び農村の活性化！こ関する条例」に基づく基本計画について、 PDC Aサイ

クjレを通じて的確な進捗管理を行うとともに、国における農政改革の動向や農業者、食品関連事業

者等各方面の方々の意見をふまえ、「三重霊祭食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画jの

見直しを進めます。

0②引き続き、閣の経蛍所得安定対策を活用し、需要に応じた麦・大豆・飼料用米等の水田作物の生産

拡大に取り組むとともに、米政策の見直しに的確に対応できるよう、三重県農業再生協議会に設置

したワーキンググループにおいて需要に応じた水悶作物の生産のあり方を検討していきます。また、

県渡米の新たな販路の確立と消費拡大！こ向けて、米の流通事業者等と連携し、県内の各地の米の強

みを生かしたブランド化戦略を策定するとともに、マスメディアを活用したPRi舌動や新たな販路

開拓等を進めます。さらに、米や茶など県産農産物の認知度を高め、消費拡大を図るため、魅力発

信イベントの開催やキャンベーンによる PRに取り組みます。

③黒産米の品質向上を弱るため、生産者団体や行政等で構成する「三重県渡米品質改善対策会議Jを

中心1：：、気象や生筒状況を的縫に分析して、適切な栽培技術の周知徹底を図るとともに、大規模水

B3綬営体及び企業との連携により、 ICT活用による高品質・低コスト化実証調資を実施し、大規

模水田経営における高度管理技術の確立を進めます。また、 f結びの神Jの生産拡大と知名度向上

を殴るため、生産直売などによる地域流通や流適業者による多様な販売を促進していきます。

④小麦の増産に向け、肥培管理等の技術指導を徹底するとともに、製粉事業者との逮携！こより、生渡

性の高い新しい硬質品穫の試験栽培及び加工特性の分析！こ取り組みます。また、小麦・大豆の生産

性向上に向け、低収要因をふまえた栽培改善モデルの現地実証に取り絡みます。

⑤野菜や果樹については、野菜の価格安定対策や共伺集出荷施設のき霊備など、産地改革計翻等を策定

した産地への支援を進めます。また、総橘及び柿の輸出拡大と定着を図るため、生産者団体等と連

携して、輸出指定園地の拡大とともに、病害虫防除や品質保持に患号する技術の導入等を促進します。

さらに、拡大している加工・業務用需要に対応できる野菜産地を育成するため、産地が卸売・仲卸

業者や中食・外食業者と構成する加工・業務用野菜生産流通協議会の形成を促進するとともに、生

産R童E童や栽培環境などをどツグデータとして著書穣するシステムを構築し、流通サイドからトレース

ノtックできるモデルケースの育成に取り組みます。

0⑤輸出も見据えた売れる茶づくりに向！す、茶業団体と連携し、輸出対象留の農薬使用義準への対応

や産地におけるJGA P本など第三者認証の取得を促進します。また、花き・ 1吉木の新規需婆開拓

に向It、首都関等で開催される商談会への出展促進やバイヤ一等を対象にした生産者のlま場見学会

の実路、花き品評会等による PR、小中学校等での花育などに関係団体と連携して取り総みます。
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0⑦生産者団体による米箆への牛肉輸出が自立して継続されるよう、ブランド肉牛生産の慕盤強化や

輸出の本格実施に向けたフォローアップに取り組むとともに、新興市場への輸出の足掛かりとする

ため、生産者間体による商談会等への出爆を支援します。

③畜産業の成長産業化に向け、受精卵移犠技術を用いた和牛子牛生産技術、朝挽き鶏i到の流通技術及

び未利用資源を活用した養豚飼育技術等の確立とともに、これら技術の生産者等への移転を進めま

す。また、県内産飼料の生産・利用拡大に向け、務係事業者などが連携・結集した苦言度クラスター

の構築等！こ取り絡みます。

⑨農場付ACC Pの認、E正取得を推進するため、採卵鶏では認誌の前段階である推進農場の指定を包指

してモデル農場への重点的支援を行います。また、養豚では、認証取得に向け、講演会の開催等に

より農家の意欲醸成を図るとともに、意欲的な農場に対しては、農場指導員による指導や衛生管理

プログラムの策定支援を展開します。

⑬家畜伝染病の発生予妨、予察及びまん延妨止のため、各家護保健衛生所による資産農家への定期的

巡回指導により、適切な飼養衛生管理と最重要疾病に対する早期通報体制の徹底を図ります。特に、

高病原性鳥インフルエンザについては、より実践的かつ円滑に防疫措置が機能するよう、防疫演習

や研修会、講演会安開催し、生産者や関係機関との逮携の強化を図ります。また、豚流行性下痢（P

ED）の感染拡大防止・予防対策として、ワクチン接穏や消毒の励行毒事の農家指導を徹底します。

⑪「地域活性化プラン」については、農業者の意欲醸成を濁りつつ、策定地域の拡大と継続約な実践

支援に取り組みます。また、販路開拓等へ向けて、展示・商談会等への参加促進や、 6次産業化事

業等の活用誘導など、ビジネス展開に向けた意欲醸成を進めるとともに、就業機会を創出する本格

的なビジネスイむをめざして、農山漁村における新規ビジネス創出人材の育成や、食品関連事業者等

異業種からの提案に対応できる康地づくりなどを積極的に支援します。

⑫担い手への農地集積を推進するため、市町と連携し、引き続き、集落単位での「人・農地プラン」

の作成を進めるとともに、担い手が不足する中山間地域等において研修会の銅催や集落座談会等へ

の織員派遣などに取り組み、地域農業の将来ビジ3ンの検討や集落営農の推進！こ向iすた話し合いを

促進します。

0⑬農地中間管理事業による農地集積の加速化に向け、農地中間管理機構に指定した三蓑県農林水産

支援センターが中心となり、市町等と連携して、県内各地で農地集積に向lすた出し手と受け手の

マッチングなど地域の話し合いを若実に進めるとともに、農地中間管理事業の円滑かつ効率的な

推進に向け、各事務所に農地中間管理事業推進チームを設置し、農地中間管理事業と多菌的機能

支払交付金等他施策を一体的に活用しつつ、市町やJAと連携して集落の合意形成を支援します。

⑬農業及び農村における男女共同参盟主を進めるため、引き続き、農村女性アドバイザー研修や6次産

業化等による起業支援など女性農業者の能力調発に取り組みます。また、農業者が男女ともに仕事

と子育て等を両立できる環境を整備するため、各地域でワークショップや研修会を開催し、自発的

な取組の展開につなげるとともに、フォーラム等を透じてモデル的な取総を普及します。

⑬農業大学校が行うマーケティングスキル向上に向けた研修講療については、新たな受講者の確保に

i匂iす、受講希望者のニーズを反映して、品目を特定した専門性の高い議疫の企酒や開催時間の見直

しなどを行います。また、 6次産業化の実現につなげていくため、普及指導員による助舎や情報提

供、商工会等の関係機関と遠携したマッチングイベント等への参加誘導などにより、講座修了者へ

の継続的な支援に取り組みます。

0⑬新規就農者の確保・定着に向け、 fええとこやんか三重移住棺談センタ－Jと連携した就農情報

等の発信や農業大学校における人材育成機能の充実を図るとともに、引き続き研修会等の開催によ

りサポートリーダーの資質向上や市町及び産地における新規就農者の受入体制の整備を進めます。
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また、企業の農業参入意向調査結果を踏まえつつ、農地中罰管理事業等を活用して地域とのマッチ

ングを進めるとともに、地方禽l生モデルとして、企業及び農協出資製法人＊の農業参入等を支援す

ることにより、農業・農村における新規麗用の創出と遊休農地の解消を霞ります。

⑫農業分野における障がい者就労の促進に向けて、引き続き、「三蓑築震構連携・障がい者雇用推進

チーム」を核に、福祉事業所iの農業参入や経営規模の拡大・ 6次産業化、農業と福祉を橋渡しでき

る人材育成、農業経営体への意識啓発！こ取り絡みます。また、農業参入した福祉事業所を地域農業

の担い手として位置付け、 i療がい者の周年震F殺を促進していくため、施設の整備や栽矯品医の複合

化を進めます。

0⑬農業の生産性向上を図り、核となる農業経営体への農地集積を進めるため、パイプライン化などの

高度なさtil主義懇の整備や長寿命化のための機能保全対策を計磁的に進めるとともに、想定される

大規模災害に備え農業版BCP＊を策定します。また、中長期的な視野に立って農業農村整備を着

実に進めていくため、「三重県農業農村整備計画（仮称）Jを策定します。

⑬平成 26年の台嵐 11号等により被災した農地及び農業用施設について、市町等と連携して復！日に

取り組みます。

＊「OJのついた項図は、平成27年度に特にj主力するポイントを示しています。

~ 
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形での森林づくりべの参溜により、森林の再生が進んでいます。

建築用材だけでなく、エネルギー源など新たな用途での利用が進み、木材生産量が増加しています。ま

た、森林環境教育や森林に親しむ機会の提供！こ加え、県民の皆さんや企業、ボランティア等が森林づくり

に参画しやすい環境整備が進み、さまざまな主体による森林づくり活動が活発に行われるとともに、賂伐

等の森林整備が進み、森林の適正な管理が進んでいます。

進展度！ B 

* I （ある程度進んだ）

県民指標は目標伎を下回ったものの、活動指標は4項毘

で図擦を遼成していることから、「ある程度進んだjと半lj

獄しました。

【＊進展度： A （進んだ〉、 B （ある程度進んだ）、 c（あまり進まなかった）、 D （進まなかった）］

目標環尽
の説明

県内でき主浅されるスギ・ビノキの供給量

27年度目標 ｜ f三重の森林づくり基本計画 2012」における平成 27年度の紫材生産援を皆様健として設定
値の考え方 ｜しました。

31301 県康材 「＝震の木J認 ／ ／／  
;;;<, UUU m' 37, 000 m' 43, 000 m' 

0. 73 の利用の促 進 一
（農林水産部） E正材等出荷量ま 26, 737ぱ 33, 899 m' 39, 232 m' 31, 434 m' 

31302 持続可 ／／  20, OOOha 30, OOOha 45, OOOha 
能な林業生産j舌 施業集約化ff!±也 1. 00 
動の推進 蛮穣（累計）
（農林水産部） 6, 669ha 26, 312ha 40, 158ha 46, 347ha 
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31303 林業・木

成い手ず林業就業者｜／｜ ペペペ1.00 
（農林水渡部） 41人 42人 41、人 40人

31304 森林の
適正な管理と公潤伐爽施窃積 / 9, OOOha 18, OOOha 21, OOOha 

益的な機能の発 （累計） I 0. 52 
擦（農林水産部） - 5, 870ha 12, 053ha 16, 67§ha 

31305 森林づ ／／  
くりへの県民参森林づくザ参加 / 27,000人 28,OCD人 30, 000人

函の推進 者数 ~ 1. 00 
（農林水援部） 23, 449人 32, 539人 30, 048人 32, 638人

31306 森林文
化および森林環 森林文化森林 1, 700 [ij] 1, 800回 1, 900由

境教育の振興 環境教育の活動 1. 00 
（農林水産部） 図数 1, 538回 1, 749回 1, 803殴 1, 903 [ij] 

予算額等

撞笠主食費
（配置人員）

（単位：百万円）

離麟麟鵜麟翻麟麟麟鱗麟鱗麟麟鱗鱗鱗麟麟麟盤鱗鱗鱗鱗繍
① f三重県木質バイオマスエネルギー利用推進協議会Jに参闘し、原木の増産と安定供給を要請、木賞

チップ原料を供給する事業者の高性能林業機械の導入等を支援（4事業体）

②住宅等への利用促進に向けた f三棄の木j等のPR活動を支援（14取組）、首都圏等における県産材

の販路隣拓、公共建築物における県藤材利用を促進

③住宅や商業施設に「あかね材j を利用する「パートナー企業JのPR活動を支援（9取組）、住宅等

への「あかね材J利用を促進

④県産材の安定供給体制lを構築するため、森林の毘地化や流通の合理化等の取総を支援

⑤森林経営計廼制度の普及・定送を促進、森林施業の集約化を担う森林施業プランナー＊を育成し、森

林組合等の林業事業体と森林所有者との森林施業の実施iこかかる合意形成！こ向けた取組を支援

⑤平成25年の台盟主 18号により被災した林道路設の復旧を支援

⑦林業への新規就業を促進するための広報活動、就業フェア（2回）や高校生を対象！こした職場体験研

修（ 6校）、新規参入促進のための研修会等を開催、察E主材の効率的な生産に必要な機械操作に習熟

した技術者を育成

③生産林の整備を促進するため、森林所有者等が行う筒伐等を支援、森林整備！こ関する地区説明会を開

催（県内7地域で合計 176回）、森林施業の集約化、路網整備、高性能林業機械の導入等による搬出

間伐の低コスト化を促進

＠環境林の整備を促進するため、市町や森林組合等の林業事業体による間伐などの取組を支援

⑬様々なイベントの場や、ホームページ、 SN S等の啓発ツールを活用した森林づくりに関する PR活

動を実施（101図）、 10月の f三重のもりづくり月間Jにおける森林フェアの開催など、 E重点的な取

組を実施したほか、 1年を過してさまざまな森林づくりに関する啓発活動を実施（148@l) 
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⑪森林環境教育を行う指導者の習熟状況に応じた各種講)1£や研修会を開後、学校教職員を対象とした研

修会のほか、森づくり推進員のコーデイネートによる小中学校等への森林環境教育出前授業を実施、

小学6年生社会科教科裳に対応した森林・林業！こ関する冒j読本を作成・配布

⑫「みえ森と緑の県民税Jの理解促進を図るため、森林フェスタなどのイベントでの周知活動、主要駅

やコンビニ等でのポスヲーの掲示、日央薗などさまざまな媒体を活用した広報活動を実線、税を活用し

た毒事業として、流木等が発生する絞れのある渓流を対象に、災害時において緩衝機能を発揮する森林

づくりを県で実施、また地域の実情に応じて創意工夫した市田7の森林づくりの取組を支援

⑬水源地域の森林保全に向け、検討委員会を設置し、保全の在り方について調査審議を実施

麟麟麟麟麟麟鱒機織轍盤機騨翻麟関鱗鱒臨機機鱗麟翻鞠麟轍離鱗覇
①平成26長手11月に営業運転を始めた県内初の木賞バイオマス発電所に間伐材等未幸ljf!l材を安定供給で

きるよう、木質チップ原料の供給事業者に対し高性能林業機械等の導入支援や流通経費支援を行って

いますが、現状は発電所の害需要最5.7 r.iトンに対して県内産木質チップの供給量は約2.4万トンに留

まっています。しかし、こうした木質チップの需要は、これまで低迷していた林業にとって大きなチ

ャンスとなることから、この機会を捉えて林業の活性化に向けた取総を進める必要があります。

②「三重の木j等の利用拡大を図るため、住宅等への利用促進に向けたPR活動（14取総）を支援しま

した。また、大規模住宅展示会への出展など首都圏等での販路開拓の取組により、県内事業者と首都

圏の事業者との取引が綴始されるなどのj成果が出てきています。さらに、製材工場や内装材メーカー

を会員として、内装材新商品の開発と普及に取り組む新たな組織が9Fl Iこ設立され、品質の統ーによ

る信頼性の確保や大ロットの需要への対応に取り組んでいます。加えて、「公共建築物への県産材利

用事例集jの作成・配布や民間の保育題等への木造・木質化の働きかけを行ったほか、市町が策定す

る「公共建築物等木材利用方針j については、新たに 1市町で策定され、これまでに 28の市町で方

針が策定されています。今後も、県内や関内外におけるさらなる「三重の木j等の販路拡大が必要です。

③住宅や言語業施設に「あかね材Jを利用しPRする fパートナー企業jの9取組を支援するとともに、

工務店等への訪問活動を透じた「あかね材j利用の働きかけを行ったことなどにより、これまで県産

材を使用したことがない事業者が議備する商業施設に「あかね材」が活用されるなど、「あかね材J

の利用拡大が進みました。今後も、「あかね材」のさらなる認知度の向上と利用拡大が必要です。

④木材の安定供給に向けた取組については、合板用となる包材の伐採現場からヱ場への蜜送が進むなど

一定の成5裂が出ていますが、合板用途以外への新たな広がりはみせていません。また、製材工場への

意識調査で明らかとなった、「県彦の原木は供給量が不安定であり、欲しい時に必要な蚤が確保でき

ず使いにくいJ等の課題に対応するため、県産材の活用！こ向けた新たな流通体制lの整備が必嬰です。

⑤施業の集約化を促進するため、森林施業プランナーを育成し、森林調査や境界の確認など、森林組合

等の林業事業体と森林所有者との森林施業の実施のための合意形成に向けた取絡を支援しました。引

き続き、これらの取組の普及・定着を図るとともに、今後は、間伐と併せて主伐の施業集約化に取り

絡む必要があります。

⑤平成25年の台風 18号で被災した林道施設について、46箇所中 35箇所の復IBが完了しました。今後、

残りの筒所の復旧を進めるとともに、平成26年の台風11号等により被災した林道施設の早期復旧が

必要です。また、老朽化等！こより機能が低下した林道橋が数多くあり、林道としての機能を確実に発

揮し続けることができるように、点検診断を行い必要な補強及び更新等の対策を行う必婆があります。
カむさり

⑦林業への新規就業を促進するため、映ifilirwo o o J o s ！～神去なあなあ日常～J公開（ニ合わせた

広報活動や、 PR動部を作成し動箇投稿サイトでの若者に向けたPRを行いました。また、高校生等

を対象にした戦場体験を6校で開催し、参加した高校生の新規就業につなげました。引き続き、関係

機関と遼携し、新規林業就業者の確保に取り組むとともに、手軽材生産震の増大に向It、架線集材など

主伐を促進するための技術者の育成が必要です。
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③間伐実施面積の増加を図るため、森林絡会等と連携して地区説明会を県内7地域で合計176回開催し、

森林所有者等（1,472名）に対し、森林整備にかかる支援制度の局知や施業の働きかけを行った結果、

今まで間伐等の手入れが行われなかった森林の整備が約 1OOhaで実施されました。また、生産林の整

備に向け、森林施業の集約化、路網整備、高性能林業機械の導入等による搬出間伐の低コストイむを推

進しました。今後も、引き続きこれらの取組を進めるとともに、主伐後の湾透林経費が負担となり主

伐が進まない現状を踏まえ、これまでよりも低密度な植栽などを遜じた育林コストの低減手j去を普及

することで、主伐の拡大を図り、素材生産量の増大につなげていく必要があります。

⑨環境林の整備を促進するため、市町及び森林組合等の林業事業体による間伐等の取組を支援していま

す。今後も、森林所有者の理解と協力を得て、環境林の整備を進める必要があります。

⑬森林づくりへの県民参箇を推進するため、三重県緑化推進協会等の関係団体や企業と逮携して5月に

県民参加の植樹祭を開催しました。また、企業と森林所有者とのマッチングサポートを行い、新たに

4件の「企業の森勺協定を締結し、森林保全活動を進めました。引き続き、ホームページ等での情

報発信やイベント等での啓発活動を行う~、要があります。

⑪森林文化および森林環境教育の振興に向け、森林環境教育を行う指導者や森づくり活動者などの人材

を対象！こ、レベルに応じた段階的な研修会を隠催しました。また、森づくり推進員 1名を配議して、

各種問いあわせに対応するとともに、学校における森林環境教育の実施に向けた働きかけを行ったこ

とで、 8つの学校で出前授業が実現し、森林の役割や森林を守ることの大切さなど子どもたちの理解

と関心が深まりました。今後は、相談の対応や活動のコーディネート等をきめ細かく行っていける総

合窓口を設鐙していく必要があります。

⑫「みえ森と緑の県民税jの導入にあたり、映翻鎮でのCM放映による周知とともに、ポスターの更新

やリーフレットの作成ならびに自動車税納税透知繋へ周知チラシを同封するなど、個人住民税の徴収

が本格的に始まる 6月まで、に集中的に広報を展開しました。「みえ森と緑の県民税jを財源、とする県の

実施事業として、「崩壊土砂流出危険地区Jでの災害緩衝機能を発揮する森林づくりや治LlJ施設等に

異常堆積した土砂や流木の徐去などに取り組みました。また、市町が実施する事業として、荒廃した

I:![山や竹林の再生、子どもたちへの森林環境教育及び公共建築物の木造・木質化など、地域の実情に

応じて鋭意工夫した森林づくりにつながる取組などを支援しました。今後は、実施した事業を評価す

るとともに、税が有効に活用されていることを県民の皆さんに広報していく必皇室があります。

⑬森林所有者の関心の低下などにより、水源地域の森林の荒廃が懸念されることから、平成 26年7月

に施行された「三重県水源地域の森林の保全に隠する検討委員会条例」に基づき検討委員会を設霞し、

水源地域の森林の保全の在り方について調査審議を進められた結果、「水源地域の保全に隣する条例

（仮称）Jを制定することが適当との答申がなされました。

関鱗韓関髄関鱒機騒鱗鱗麟麟鶴麟鱒麟麟麟磯鱗
O①平成 26年度に県内で初めて操業を開始した木質バイオマス発電所に加え、平成 28年度には2fl富所

で木質バイオマス発電所の稼働が予定されていることから、これらの施設の安定約な稼働！こ向けて、

引き続き木質チップ原料を供給する事業者への高性能林業機械等の導入や、地理的に不利な東紀州地

域からの木質チップ原料の運搬に対し支援を行います。また、これらの発電所の木賞チップ需要が林

業全体の下支えとなるこの好機に、素材生産量量を増加させるための本格的な主伐の促進、建築用材・

木質チップ原料等の安定供給体制づくり、 CLT等察度材の新たな需要の拡大に総合的に取り絡み、

林業の活性化を進めます。

0②木材の輸出を促進するため、海外における需嬰を調査するとともに、輸出に関する研修会等を開催

します。また、輸出用j京木の供給援の増大と新規事業者の参入を促進するため、輸出用原木を生産す

るために必要となる選木・仕分け等の作業経費に対して支援を行います。

③「三重の木」等の利用拡大を図るため、柱や梁桁、内装材等に f三重の木J等を使用した住宅建築に
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対する支援や、大線機住宅展示会への出展などを通じた首都圏等での液路開拓に取り組みます。また、

CLTや爆産横架材に関する研修会の開催などを遥じて新たな需婆拡大に取り組むとともに、 f三重

の木J等を使用した公共建築物の木造・木質化を支援します。

④「あかね材」のさらなる認知度向上を図るため、住宅や商業施設に fあかね材」を利用する「パート

ナー企業Jによる PR活動を支援するとともに、祭民に対し、木工体験などを通じて「あかね材jの

利用意義などを普及啓発します。

0⑤木材の安定供給体制を構築し、県凌材のさらなる活用につなげるため、製材工場の需婆！こ合わせて山

で木を伐採し製材工場に君主送するシステム販売の仕組みづくりに取り緩みます。

⑤間伐や主伐の施業集約化を促進するため、林業普及指導員が核となり森林施業プランナーと連携しな

がら、施講堂集約化に隠する相談・指導を行うとともに、森林経営計画の作成に必要な森林情報の収集、

説明会の繍催など、森林組合等の林業事業体が森林所有者と森林施重量の実胞に向けた合意形成を殴る

ための活動を支援します。

⑦木材生産の効率化を図るため、林道等の繋備を着実！こ進めるとともに、平成26年の台風11号等！こよ

り被災した林道施設の早期復旧に取り組みます。また、老朽化等により機能が低下した林道橋の点検

診断を行い、必要な補強及び更新等の対策を行います。

0③新規林業就業者の確保に向It、引き続き、高校生を対象にした職場体験研修、就業フェアを開催する

とともに、今後の林業を担う人材の育成に向けた新たなイ土総みを検討します。また、県産材の効率的

な主主援に必要な高性能林業機械の操作等に溜熟した技術者を養成するとともに、林業事業体が実施す

る架線集材などのさE伐を実施するために必要な技術者の育成を支援します。

0⑨生産林の整備を促進するため、森林施業の集約化、路縞整備、高性能林業機械の導入等による搬出関

伐の低コスト化を進めます。また、素材生産量の場大に向けて、引き続き間伐を推進するとともに、

主伐を促進するため、低密度な犠栽などによる主伐後の脊林コストの低減に向けた取組を支援します。

さらに、林業分野への僚がい者の就労促進！こ向け、林業用穫苗生産者と福社事業者の連携による苗木

生産の取組などを進めます。加えて、繁材生産量の増大に貢献する地域活動（木の駅プロジェクトり

を促進するため、森林所有者やNp O法人等による木材収集・出荷の体制づくりを支援します。

⑬環境林の整備を促進するため、引き続き、皇室の補助制度を最大限汚用しながら、市町及び森林組合等

の林業事業体が取り組む間伐等を支援します。

。森林づくりへの県民参廊を進めるため、森林づくりへの取絡を検討している食業やボランティアへの

必要な情報提供及び技術支援を行うとともに、森林とふれあうイベントを開催します。また、県民参

加の織樹祭を、市町、関係団体、企業、県等が連携して跨催します。

⑫森林文化および森林環境教育の振興に向け、小学校で三重県の森林を学鷲する機会の増加や内容の充

実を図るとともに、小学校からのさまざまな嬰望に応えられるよう、森林環境教育指導者のスキル向

上と人的ネットワークの拡大！こ取り組みます。また、広域的・総合約なサポートを行うために、ワン

ストップ窓口機能・ハブ機能を有した森づくりサポートセンターの平成 28年4falの開設に向けた準

備を進めます。

⑬fみえ森と線の県民税Jを財源として、 f！！＜容に強い森林づくり j ど f県民全体で森林を支える社会づ

くりJを市町と連携して完着実に進めます。また、県民税を財源として、平成 26年度に取り総んだ事

業について、第三者による評価委員会で評価等を行い、公表するとともに、その評価内容を今後の事

業！こ反映していきます。また、集ixの皆さんに県民税が有効に活用されていることを理解していただ

くため、成果発表会などさまざまな機会を通じて、事業の取組を紹介していきます。

0⑬「水源地域の保全に関する条例（仮称）Jについては、平成 27年度の早期制定に向け準備を進めま

す。

＊「OJのついた環毘は、平成27年度に特にj主力するポイントを示しています。
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向上などを図ることにより、県民の皆さんの多様化する期待に応える水産物の安定的な供給が進んで

います。

B 

＊ （ある程度進んだ）

i 県民指標！主因襟伎をわずかに下回ったものの、活動指標

判断理由｜は2項目で目標を遼成していることなどからJある程度

｜進んだJと判断しました。

【＊進展度： A （進んだ）、 B（ある程度進んだに c（あまり進まなかった）、 D （進まなかった）］

目標環自
の説明

27年度目標
伎の考え方

31401水産業・漁
村のマネジメン
ト体制の確立
（農林水産部）

31402高い付加
価値を生み出す
水産業の確立
（農林水産部）

31403自然と共
生する生産性の
高い水産業・漁
村の構築（農林
水産部）

海蕊漁業における主要 18種の生漆額の金問シェア

会屋シェア 7.61%を当面維持することとして、 27年度目襟伎を設定しました。

県漁協内の沿海地区 :--- l 
数 21漁協

1. 00 

資源管理に参加
・700人 1, 000人 1, 200人

する漁業者数
0. 91 

441人 712人 980人 1, 090入

沿岸の浅海域再
／／  65ha 68ha 

生面積（累計〕
1. 00 

63ha 65ha 68ha 73ha 
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"' 

（単位：百万円〉

麟麟欝麟轍麟髄鱒鶴鱒麟鱗鰯麟鱗鱗麟離機麟 麟翻
① f地域水産業・漁村振興計闘っの策定や計砲の実践支援、「浜の活力再生プラン勺の策定推進を

通じた「もうかる水産業」に向けた商品化等の取総の加速、地域の特生に応じた水産業・漁村の活

性化の促進

②県1漁協の実現に向けた漁協への合併指導や助言、国・市陀と逮携した三重室外湾漁協への経営改善

に向けた支援

③カキ養箔の品質向上に向けた情報提供・助言、広島県と遼携した養殖ガキの潟費拡大に向けた取絶、

5毒F商業者への減災ガイドライン＊の普及並びに施設改良による滅災の取組の推進

④重姿魚穫の種苗生産・放流の実施、より多くの漁業者が参加する資源管理計酒井zの策定推進、遊漁者

にませする資源管理への取組の慾発、違法操業の抑制や密漁者に対する監視・取締りの強化、漁業取

締船の代船建造のための設計笑施

⑤漁業の経営安定対策である漁業共済や漁業経営セーフティーネット構築事業への加入、省燃油機器

等導入によるコスト削減に向けた取組及び燃泌削減を図るための省燃油プランの実践の促進

⑤漁師室長本への支援継続、就業時の経済的不安解消への対策、多様な担い手の確保・育成に向けた方策

の検討や実施に取り絡む協議会の設鐙・運営への支援

⑦安全・安心な水産物を消費者に供給するための養強衛生管理指導の推進や良著書検査の実施（48回）、

簡便な貝毒検査手法の確立

③藻場・干潟の造成や淡漆毒事による沿岸域の漁場環境の再生・改善寺

⑨漁港施設における機能保全E十翻＊の策定や保全工事の着実な実施

⑬内水密資源の安定を図るための内水面漁協が実施するアユの穣苗放流の支援や新たなカワウ紡徐に

関する情報の収集と提供、カワウ等の駆除経費！こ対する助成枠の拡大

⑪漁業操業の安全確保に向けたAI S＊の導入促進や救命胴衣の着用推進

⑫海女漁業の綴興に向lナた、アワビの大型穣笛の生産体制の構築、赤ナマコの種E寄生産技術の開発、

書草場 守二潟の再生・造成、海女漁獲物のPRへの取組

⑬養磁業の振興対策として、マダイと他魚種を絡み合わせた複合養殖＊の導入実態の把握や経営分析、

リスク低減のための各魚種の技術課題の解明や魚病発生予防試験、 fもうかる魚類養殖ビジネスモデ

ル」の確立

⑬県産水産物の輸出を促進するための媛産水産物の評価・検証の実筋

⑬新たな魚食普及対策の推進

⑬7)<福連携＊の事業化に向けた取組の検討

額麟鞠鱗麟欝鱗欝離鱗議繍翻麟麟麟麟離麟麟翻織機麟鱗麟鱗擁護璽
①地域水産業・漁村振興計画については、新たな8地区の計画策定と策定済計画のブラッシュアップを

支援しました。「浜の活力再生プラン」については、県内9地区のプランが闘の承認を受けるととも

に、 8地区が水産庁で審査されており、平成 27年度に京認される見込みです。平成 46年度までに、

33地区でこうしたプラン・計闘が策定されています。今後！ま漁村の活性化に向けた取組を着実に実行
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するJ必要があります。また、三重県水産業・漁村振興指針＊については、国を挙げた輸出促進、飼料

価格の高騰、ク口マグロをはじめとする資源管還の強化など、策定以降、社会情勢が大きく変化して

おり、見直しが必要です。

②県1漁協合併の実現に向け、系統団体の行う合併推進活動を支援しましたが、各漁協は組合員との協

議や啓発になお一定期潤を嬰するとして、平成 26年度中の合併は実現されませんでした。三重量外湾

漁協については、題.I累・市町等の支援のもと計額どおりに経営改善が進んでいます。

③商品質マガキの生産に向け、広島県及び長崎県でシングルシードガキ＊の養殖管理手法のベンチマー

キングを実施し、平成 27年3月に鳥羽市で養殖業者を対象に報告会を行いました。また、東京都内

で平成 27年1月に開催されたA 「会主自力キサミット」において、広島県などカキ主主藤県と連携し、消

費拡大イベントを実施しました。さらに、養殖施設の滅災に向けた取組では、過去に津波被害を受け

た漁協と滅災に向けた協議を行ってきたところ、これまでの2地区に加え、新たに鳥羽市の1地区で

「滅災ガイドラインjに基づ‘いた養殖施設の改良が行われました。今後も引き続き、施設改良未実施

地区への滅災対策の取組促進が1必婆です。

④水産資源、の場殖のため、マダイ等の穫箇生産放流を実施しました。引き続き、栽培漁業の資源保全に

向けた取総を推進する必要があります。また、漁業者が参画する資源管理計阪は平成 25年度までに

認定した 25件に加え、新たに 2｛牛を認定しました。引き続き、関係漁協に対して資源管理計画の策

定及び漁業者の参闘を促していくことが必要です。さらに、漁業取締については、取締船の者朽化に

伴う業務の安全性の縫傑が課題となっています。

⑤漁業の経営安定対策として、漁業共済や漁業経営セーフティーネット構築事業への加入及び省燃油機

器等の導入によるコスト削減の取組を促進しました。燃j出高騰等により漁業経営が不安定な中、今後

も漁業者の加入促進と省燃油機器等の導入によるコストの削減が必要です。

⑥水産業の担い手として、県内3箆所！こ設霞されている漁釘塾において、 14名（うち女性4名）が研修

を受け、漁業就業をめざしました。また、就業就職フェア等を通じて、三重県漁業の紹介や漁業就業

に係る情報提供を行い、漁師塾修了者2名を含む 44名の新規就業者を確保しました。さらに、研修

の充実安図るため、操業の様子を紹介するDv ひなどの教材を整備しました。平成 26年6Flには三

葉県漁業担い手対策協議会＊を設立し、担い手E童保に関する課題の整理・検討を行いました。今後！立、

扱い手対策協議会における検討を踏まえ、より効果的な新規就業者の定着支援が必要です。

⑦水援物の安全・安心の確保に向け、魚病診断や水産用医薬品の残留検交などを通じて、室主主車業の衛生

管理を推進するとともに、貝毒検査を実施し、安全を確認しました。水産物の安全性を確保するため、

引き続き検査を実施することが必要です。

③漁場環境の改善に向け、特定漁港漁場務備計酒＊に基づき、伊勢湾や熊野灘沿岸の9ヱ区において藻

場や干潟の造成を行うとともに、英E霊湾において有機物の堆穣が多い笛所の底j尼淡i撲を実施していま

す。水産資源の維持・増大を図るために、引き続き、藻場・干潟等の閥復を進めていくことが必要で

す。

⑨漁港施設の長寿命化を図るため、警告鴻漁港他5漁港で機能保全計密を策定するととも！こ、策定済みの

和呉漁港他5漁港において、計額に基づいた保全工事を実施しています。今後も言十爾的な施設の補

修・改修が行えるよう、引き続き、機能保会計画が未策定の漁港において百十箇策定を進めていくこと

が必要です。

⑬河川｜等内水面の水産資源の維持・増大をめざし、内水面漁協が実織するアユの種苗放流及びカワウ等

の駆徐を支援しました。また、三室主県内7]<ij富漁連の研修会！こおいて、漁協関係者を対象に、カワウの

飛来防止策等の紹介を行いました。カワウ等の捕食による漁業被害が拡大していることから、こうし

た取組の継続実施が必要です。

⑪海女漁業の振興のため、アワビ種穫の大裂化や赤ナマコの穫笛生産の実証試験に取り組み、震度化に

必要な生残率や成長等に領する知見を得るとともに、藻場やコンクリート板による放流漁場の造成に
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取り組みました。今後！立、安定的な生産体制の構築や造成漁場における放流効果の確認に取り組む必

要があります。また 10月から「海女もん勺溺品の販売が鳥羽マルシヱ等で始まりました。今後、「海

女もんJによる付加価値向上の取組を海女の収入増につなげるため、商品内容の充実や取扱店餓の拡

大が必要です。

⑫養殖業の振興対策としてマーケティング調査や複合養猶の導入実態の認査を実施しました。調査によ

り把握された市場ニーズや察内養磁業者の経営状況を踏まえ、今後は収主主性の蔦い生産体制iの構築に

向けた検討が必嬰です。また、養強経営のリスク低減を関るため、引き続き、魚病予紡や飼料費圧縮

等につながる技術の研究開発が必要です。

⑬上海やシンガポールにおける市場調査として、現地スーパーや料理店でアンケート調査を行いました。

また、平成26年 10J守には県産水産物をシンガポールの現地スーパ一等に持ち込み、現地のE宮好に合

わせた試作料理を提供したところ、バイヤ一等から高評価が得られました。今後、市場調査等の結果

を踏まえ、輸出の促進につながる効果的な取組が必要です。

⑬魚、食普及や食湾を推進している専門家を招いて、講座やイベントにおいて魚食PRを行いました。今

後、日常生活の中で消費者に魚食を意識してもらえるように、魚の魅力・美味しさを伝える人材の育

成が必要です。

⑬＊福連携ワーキングを継続し、水産業と福祉分里？との情報共有を積篠的に図るなかで、アオノリ支柱

清掃業務等において、俸がい者の就労が実現しました。今後！ま福祉事業所の漁業参入を促すなど、障

がい者の更なる就労促進に取り組む必要があります。

麟麟鱗麟欝麟鞠麟機鱗轍麟麟麟鱗麟麟磯盤繍盤鰯麟麟購離鶴轄麟翻覇
。①地域水産業・漁村振興計画については、平成 26年度までに策定した計闘のブラッシュアップや「浜

の活力再生プランjの策定と併せた新たな地区の掘り起こしを進めるとともに、計画等に位書室付けら

れた取組を支援します。また、社会情勢の変化！ご対応するため、 f三重県71<.il主業・漁村振興指針jの

見直しを行います。

②県1漁協合併の平成 30年4falの実現に向け、引き続き、漁協等に対し、合併スケジュールの調整や

基本計蔚づくりに係る指導、助言を行います。

③書室菊施設の滅災対策として、引き続き、養殖業者に対して滅災ガイドラインの取組の普及を図り、路

設改良による滅災の取組を進めます。

④水産資源の場殖に向け、重要魚種の種苗生震や放流及び場競効果を高めるための取組などを進めます。

また、漁業共済組合等と連携して、資源管理計酒に参加することで得られるメリットを関係漁協！こ潟

知し、資源管理計濁の策定及び資源管理活動への参加を促進していきます。さらに、取締業務の強化

と漁業取締船の安全航行の確保に向け、取締船の代船建造を実施します。

⑤漁業の経営安定対策に関する説明会などを通じて、漁業共済や漁業経営セーフティーネット矯築事業

へのさらなる加入とともに、省燃油機器等の導入を促進します。

0⑤担い手の確保に向It、三霊泉漁業担い手対策協議会において、新たな支援策や漁村の意識改革など、

諸課題への対応を検討するとともに、漁師塾の座学カリキュラムの充実や取組地区の拡大、新規就業

5寺の経済的不安解消に向けた支援策の充実などに取り組みます。

⑦安全で安心な水産物をj出塁費者に供給するため、養殖衛生管理指導を推進するとともに、水産関係団体

等との連携により、各穣検査を実施します。

⑧漁場環境の改善に向け、伊勢湾や熊野滋沿岸において、渓場・干潟造成の事業進捗を図るとともに、

英虞湾において、有機物の堆積が多い箇所の店主泥淡深を行う事業をき十j]jj的に進めます。

⑨安全で使いやすい漁港施設として維持していくため、機能保全計商！こ基づく保全ヱ毒事の着実な実施に

より、筋設の長寿命化を図るとともに、国の椿助事業が終了する平成 29年度までに全ての漁港におい

て機能保全計画の策定が完了するよう努めます。
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⑬内水面資源の安定を図るため、内7]<jj；；漁協が実施するアユの種苗放j戒を支援します。また、カワウに

よる漁業被害蓄の軽減を図るため、引き続き、内＊函漁協の取組等を支援するとともに、広域的に行わ

れている駆除対策への参加を促していきます。

⑪海女漁業の振興に向け、引き続き、種苗の生産に関する実証試験や放流効果調資、草草場造成に取り組

み、海女の漁獲物の増加を図ります。また、海女の漁獲物の付加価鏑向上を図るため、高品開発の専

門家による指導・助震を踏まえ、「海女もん」商品の充実を図るとともに、販路拡大！こ向け、「海女も

んjの価値を生かせる販売店とのマッチングを進め、海女の収入の議加につなげます。

⑫養殖業の絞営改善対策として、マダイとマハタなど複数の魚穫を組み合わせた複合養殖を推進するほ

か、ウマヅラハギなど新たな複合養殖構成魚種の生産技術の開発、高騰する魚粉の代替飼料＊や魚病

予防に向けた餓料添加物の繍発等を進めます。

0⑬原産水産物の輸出を促進するため、輸出を手がけたい事業者の輸出が進むよう混載便誌を活用した輸

出体制づくりを推進するとともに、他県と連携した輸出の促進、市場調査の結果を踏まえた新たな輸

出先の関拓、輸出に関するノウハウ等の習得促進、察遊水産物の認知度向上や評価・検証などの取組

を進めていきます。また、輸出拡大を目指す事業者を支援するため、ジェトロ三重に設置する相談窓

口に水産物専門の海外アドバイザーを配置し、輸出支援体制の充実を図ります。

0⑬魚、食普及に向け、魚に関する知識や調理技術を広〈普及できる人材を禽成するため、魚を使った料理

や調理技術、販売方法、情報発債など！こ精通した専門家を招いた講座を開催するとともに、育成した

人材による魚食普及の取総を支援します。また、首都関及び関西麹等！こおいて、真珠、養猿魚、牡燐

等県産水産物情報発信イベントや直販イベントを開催し、 i築産水産物の消費喚起を図ります。

⑬＊福遼携の促進に向け、福祉事業所の漁業参入を促すなど、障がい者の就労機会の拡大や関係団体等

の意識務発に取り絡みます。

* IOJのついた項ElI立、平成27年度に特に注カするポイントを示しています。
＼ 
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